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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1)連結経営指標等
 

回次 第97期 第98期 第99期 第100期 第101期 

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 

売上高 （百万円） 152,587 172,635 163,860 174,805 172,976 

経常利益 （百万円） 6,326 10,534 8,069 9,168 14,103 

親会社株主に帰属する当期

純利益 
（百万円） 4,303 7,050 5,445 5,766 9,176 

包括利益 （百万円） 4,357 7,656 5,734 5,635 9,991 

純資産額 （百万円） 42,116 48,640 52,966 57,329 65,875 

総資産額 （百万円） 138,021 154,968 140,419 135,516 148,953 

１株当たり純資産額 （円） 439.29 505.67 549.48 595.12 684.14 

１株当たり当期純利益金額 （円） 45.71 75.01 57.92 61.31 97.65 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 29.9 30.7 36.8 41.3 43.1 

自己資本利益率 （％） 10.8 15.9 11.0 10.7 15.3 

株価収益率 （倍） 8.8 6.5 7.4 7.1 5.9 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） 12,354 10,708 9,348 △269 △6,548 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） △3,017 △872 △2,239 △2,966 △961 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） △6,264 △3,681 △2,967 △2,632 △2,095 

現金及び現金同等物の

期末残高 
（百万円） 21,796 27,830 32,040 26,181 16,670 

従業員数 
（人） 

1,506 1,517 1,564 1,619 1,658 

〔平均臨時雇用人員〕 〔259〕 〔289〕 〔295〕 〔285〕 〔268〕 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．従業員数は、海外現地採用の従業員及び平均臨時雇用人員を〔 〕外数で記載しております。

４．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第99期の期

首から適用しており、第98期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準の改正等を遡って適用した

後の数値となっております。
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(2)提出会社の経営指標等
 

回次 第97期 第98期 第99期 第100期 第101期 

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 

売上高 （百万円） 137,776 158,175 148,759 156,689 154,798 

経常利益 （百万円） 5,572 9,134 7,146 8,499 12,832 

当期純利益 （百万円） 3,930 6,280 4,879 5,663 8,487 

資本金 （百万円） 14,049 14,049 14,049 14,049 14,049 

発行済株式総数            

普通株式 （千株） 94,371 94,371 94,371 94,371 94,371 

純資産額 （百万円） 40,240 45,515 48,950 53,272 60,377 

総資産額 （百万円） 129,260 145,580 129,278 122,593 138,202 

１株当たり純資産額 （円） 428.10 484.20 520.63 566.63 642.72 

１株当たり配当額            

普通株式 （円） 12.0 15.0 12.0 15.0 25.0 

(うち１株当たり中間配

当額) 
（円） (－) (－) (－) (－) (－) 

１株当たり当期純利益金額 （円） 41.76 66.81 51.90 60.22 90.32 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 31.1 31.3 37.9 43.5 43.7 

自己資本利益率 （％） 10.1 14.6 10.3 11.1 14.9 

株価収益率 （倍） 9.6 7.3 8.2 7.3 6.4 

配当性向 （％） 28.7 22.5 23.1 24.9 27.7 

従業員数 
（人） 

1,192 1,196 1,230 1,294 1,327 

〔平均臨時雇用人員〕 〔187〕 〔187〕 〔191〕 〔176〕 〔172〕 

株主総利回り （％） 83.9 105.3 94.9 100.2 133.2 

（比較指標：TOPIX） （％） (112.3) (127.4) (118.1) (104.1) (145.0) 

最高株価 （円） 534 684 536 606 627 

最低株価 （円） 374 370 332 359 365 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．従業員数は、海外現地採用の従業員及び平均臨時雇用人員を〔 〕外数で記載しております。

４．最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
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２【沿革】

 当社は、1929年７月、阪神築港株式会社（1964年５月現社名に変更）の社名をもって、山下汽船株式会社と南満洲鉄

道株式会社との共同出資により、神戸市に設立されました。創立当時の事業目的は、阪神間の西宮市鳴尾地区に工業用

地及び工業港を造成するもの（鳴尾埋立事業）でしたが、戦時中の経済情勢により事業を一時中断、海洋土木工事の請

負を主業として、事業を展開してまいりました。

 鳴尾埋立事業は1967年５月に再開し1986年９月に完了しましたが、1965年以降は陸上土木工事、1975年以降は建築工

事についても本格的に取り組み現在に至っております。

 当社設立後の主な変遷は次のとおりであります。

1935年３月  本店を大阪市に移転

1949年10月  建設業法による建設大臣登録（イ）第832号の登録を完了

1960年５月  東京支店を開設

1961年10月  大阪証券取引所市場第２部に当社株式を上場

1962年10月  東京証券取引所市場第２部に当社株式を上場

1964年５月  社名を東洋建設株式会社に変更

1964年８月  東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第１部に指定

1965年５月  名古屋支店、九州支店を開設

1966年３月  大阪支店を開設（現大阪本店）

1966年12月  東建開発株式会社を設立（現とうけん不動産株式会社・連結子会社）

1968年６月  北陸支店、中国支店、四国支店を開設

1969年５月  東北支店を開設

1970年４月  日立造船臨海工事株式会社を合併

1970年11月  阪築商事株式会社を設立（現東建商事株式会社・連結子会社）し、保険代理業務を開始

1971年４月  北海道支店を開設

1972年12月  宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者として建設大臣免許（１）第1385号を取得

（以降更新）

1973年４月  海外事業部（現国際支店）を設置

1973年５月  マニラ営業所を開設

1973年12月  建設業法改正により、建設大臣許可（特－48）第2405号の許可を受理（以降更新）

1976年６月  東京本社を設置し、本社機構を移管 

1976年７月  CCT CONSTRUCTORS CORPORATIONへ出資（現連結子会社）

1984年４月  横浜支店を開設

1986年７月  東建テクノ株式会社を設立（現連結子会社）

1988年４月  東建ビルサービス株式会社を設立（現東建サービス株式会社・連結子会社）

1990年４月  船舶工事部門を分社化し、株式会社トマックを設立（現連結子会社）

1990年５月  タチバナ工業株式会社へ資本参加（現連結子会社）

1992年４月  総合技術研究所を設置

2003年４月  関東建築支店を開設 

2004年11月  ハノイ営業所を開設

2006年４月  東京支店、関東建築支店を統合し、関東支店を開設

2007年９月  本社及び一部の関係会社等を東京都江東区に移転

2012年４月  ジャカルタ営業所を開設 

2015年４月  関東支店の建築部門を分離し、関東建築支店を開設 

2016年５月  日下部建設株式会社の全株式を取得（現連結子会社）

2016年５月  ヤンゴン営業所を開設

2019年２月  本社及び一部の関係会社等を東京都千代田区に移転
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３【事業の内容】

 当社グループは、2021年３月31日現在、当社、連結子会社８社、非連結子会社４社及びその他の関係会社１社で構成

され、国内土木事業、国内建築事業、海外建設事業、不動産事業を主な事業の内容としております。報告セグメントと

当社グループ各社の関係は次のとおりであります。

(1) 国内土木事業

当社、㈱トマック、タチバナ工業㈱、日下部建設㈱の各社が営んでおります。

(2) 国内建築事業

当社、東建サービス㈱、東建テクノ㈱の各社が営んでおります。

(3) 海外建設事業

当社、㈱トマック、タチバナ工業㈱、CCT CONSTRUCTORS CORPORATIONの各社が営んでおります。

(4) 不動産事業

当社、㈱トマック、とうけん不動産㈱の各社が営んでおります。

(5) その他事業

東建商事㈱（保険代理店業及び物品の販売・リース）、日下部建設㈱（船舶の賃貸等）、㈱オリエント・エコロ

ジー（衛生設備機器、屋内外トイレ設備の製造販売）、他３社が営んでおります。

その他の関係会社である前田建設工業㈱とは、民間工事における共同受注や共同研究開発等を実施しております。

 

事業の系統図は以下のとおりであります。

 

 ※印は、連結子会社を表しております。 
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４【関係会社の状況】

名 称 住 所
資本金

(百万円)
主要な事業 
の 内 容

議決権の所有 
(被所有)割合(％)

関 係 内 容
所 有 
割 合

被所有 
割 合

（連結子会社）

㈱トマック
東京都

千代田区
100

国内土木事業

海外建設事業

不動産事業

100 －

 

建設工事の発注

債務保証

役員の兼務４名、転籍１名、

出向２名

タチバナ工業㈱ 香川県高松市 70
国内土木事業

海外建設事業

70

(20)
－

建設工事の発注

資金の貸付

役員の兼務３名、転籍３名

日下部建設㈱ 神戸市中央区 70
国内土木事業

その他事業
100 －

建設工事の発注

役員の兼務２名、出向４名 

東建サービス㈱
東京都

千代田区
48 国内建築事業

100

(23) 
－

建設工事の発注

債務保証

役員の兼務２名、転籍４名

出向１名

東建テクノ㈱ 兵庫県西宮市 30 国内建築事業
100

(15)
－

建設工事の発注

役員の兼務２名、転籍２名

(注)３            

CCT CONSTRUCTORS 

CORPORATION

MAKATI CITY, 

PHILIPPINES
10百万PESO 海外建設事業 40 － 役員の出向２名 

とうけん不動産㈱ 東京都港区 100 不動産事業 100 －

不動産の賃貸借

資金の貸付

役員の兼務３名、転籍２名

東建商事㈱
東京都

千代田区
15 その他事業

100

(56)
－

物品の販売、リース、保険代

理店業

役員の兼務１名、転籍２名

出向１名

(その他の関係会社)

(注)４
           

前田建設工業㈱ 東京都

千代田区
28,463

国内土木事業

国内建築事業

海外建設事業

      他

0 20

当社と工事の共同受注や共同

研究開発等を実施している。

役員の兼務等はない。

 （注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合の( )内は、間接所有で内数を表しています。

３．持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため連結子会社としたものであります。

４．前田建設工業㈱は有価証券報告書を提出しております。
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５【従業員の状況】

(1)連結会社の状況

  2021年３月31日現在 

セグメントの名称 従業員数（人） 

国内土木事業 961 〔70〕 

国内建築事業 363 〔2〕 

海外建設事業 70 〔174〕 

不動産事業 3  

その他事業 13  

全社（共通） 248 〔22〕 

計 1,658 〔268〕 

（注）従業員数は就業人員であり、海外現地採用の従業員（169人）及び臨時従業員（99人）は、年間の平均人員を

〔 〕外数で記載しております。

 

(2)提出会社の状況

        2021年３月31日現在 

従業員数（人） 平均年令（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

1,327 〔172〕 43.0 18.0 8,036,020 

 

セグメントの名称 従業員数（人） 

国内土木事業 690 〔30〕 

国内建築事業 330 〔2〕 

海外建設事業 59 〔118〕 

不動産事業 0  

その他事業 0  

全社（共通） 248 〔22〕 

計 1,327 〔172〕 

（注）１．従業員数は就業人員であり、海外現地採用の従業員（113人）及び臨時従業員（59人）は、年間の平均人員

を〔 〕外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3)労働組合の状況

労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】
「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示しております。

 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営方針

当社は「創意革新」「人間尊重」「責任自覚」のもと「夢と若さをもって全員一致協力し、新しい豊かな技術で顧

客と社会公共に奉仕することに努め、会社の安定成長と従業員の福祉向上を期する」ことを経営理念とし、これを実

践することにより、建設を営む企業として社会的要請に適った建設技術の研鑚に努め、より良質で価値ある社会基盤

の構築に貢献することを目指しております。

(2) 経営環境

建設産業におきましては、「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」により公共建設投資は堅調に推

移すると見込まれるものの、新型コロナウイルス感染症の影響による企業収益の落ち込みや先行きの不透明感等か

ら、民間設備投資の抑制が続くことが懸念されます。 

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 

当社グループは、中期経営計画“Being a resilient company”の２年目となる2021年度をレジリエント企業への

変貌を加速させる年と位置付けております。カーボンニュートラルへの対応などの環境変化を認識し、洋上風力発電

施設の建設事業といった将来に向けての新たな成長戦略を推進し、基幹３事業である国内土木、国内建築、海外建設

各事業における重点施策を力強く実行するとともに、グループ力を最大限に発揮し、計画の目標達成に向けて取り組

んでまいります。

 
■課題解決に向けた主な取り組み 

 

◇会社を取り巻く課題への対応 

 

●働き方改革への対応 

 全ての作業所における週休二日の早期実現に向けて、社員の意識改革やICT施工の高度化のみならず、業界団

体を通じた発注者への適正工期の理解促進に着実に取り組んでおります。 

●建設生産体制の維持に向けた取り組み 

 建設産業全体の課題である担い手不足の解消に向けて、協力会社と一体となり生産性向上や建設産業の魅力向

上を目標とするアクションプランを策定し実行します。 

●人財育成 

 当社の経営理念を体現できる次世代の人財を早期に育成します。 

 

◇社会を取り巻く課題（ＳＤＧｓ）への主な対応 

 

社会課題は成長機会のシーズであり、経営理念の実践（事業活動)を通じ、社会課題の解決に積極的に取り組んでお

ります。 

 

●カーボンニュートラルに向けた取り組み 

 洋上風力発電施設に関する事業参画と建設コスト低減の技術開発や、ZEB（Zero Energy Building）の建築技

術の確立に積極的に取り組みます。 

●途上国におけるインフラ整備に向けた取り組み 

 海外における最重要拠点であるフィリピンを中心に、インドネシア、ケニアといった拠点国のインフラ整備事

業に継続的に参画します。 

●途上国における質の高い就学機会確保に向けた取り組み 

 フィリピンとケニアにおいて給付型奨学金制度の設立等を計画しております。 
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■中期経営計画（2020年度～2022年度）   “Being a resilient company” 

●基本方針

レジリエント企業(*)へ変貌するために、基軸（原点）を持ち、

人を育て、問題に向き合い、付加価値生産性を高める

(*)レジリエント企業：ぶれない基軸を持ち、刻々と変化する環境にフレキシブルに対応し、

厳しい逆境にも立ち向かうことができる持続可能な企業 

●基本戦略 

①人財への投資

②生産体制の維持

③付加価値生産性の向上

④海外建設市場における収益力の強化

⑤社会課題の解決による成長

 
●３年後（2023年３月期）達成目標

３年間の連結営業利益合計 300億円

連結営業利益率 ６％以上

連結純資産 700億円

連結自己資本比率 45％

連結ＲＯＥ 10％以上

 

（ご参考） 

 中期経営計画の進捗状況 

単位：億円 

2021年３月期   2022年３月期 

 

中期経営
計画 

実績 計画比   中期経営
計画 

業績予想 

 

売上高   1,750 1,729 △21   1,800 1,700 

国内土木   984 1,085 101   973 998 

国内建築   547 485 △62   585 496 

海外建設   211 151 △60   235 196 

不動産他   8 8 0   7 10 

売上総利益   173 232 59   189 192 

国内土木   108 178 70   118 131 

国内建築   44 46 2   48 40 

海外建設   17 2 △15   19 17 

不動産他   4 4 0   4 4 

営業利益   81 142 61   91 92 

営業利益率   4.6％ 8.2％ 3.6％   5.1％ 5.4％ 

経常利益   77 141 64   90 91 

当期純利益*   50 91 41   59 60 

*親会社株主に帰属する当期純利益 

ＲＯＥ   8.7％ 15.3％ 6.6％   9.3％ 9.2％ 

 

なお、業績予想につきましては、本資料発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際
の業績は様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 
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２【事業等のリスク】

当社グループの事業展開に関して、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは以下のとおりであります。

当社グループでは、グループ全体のリスク管理方針及び管理体制について「リスク管理規程」を定め、その方針及

び体制に基づき「リスクマネジメント委員会」を定期的に開催し、事業を取り巻く様々なリスクに対して適切な管理

を行い、発生の未然防止に努めております。

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

(1)法令・コンプライアンスに関するリスク 

当社グループの事業は、国内の建設業法、建築基準法、港則法、労働安全衛生法、品質確保法、独占禁止法等の

法的規制の適用を受けております。また、海外事業所においては、当該国の法的規制の適用を受けておりますが、

当社グループが進出している開発途上国では、法制度及びその運用が未整備な国もあります。

これら国内外の法令等に違反した場合や、コンプライアンスに反した場合、法令による処罰のみならず社会的制

裁を受け、受注機会の損失及び顧客の信頼を失う可能性があります。

また、顧客や社会等が求めている品質を備えた施工やサービスを常に提供するため、品質マネジメントシステム

を運用し、品質確保に万全を期しておりますが、品質基準への未達、安全性の問題等の契約不適合による損害賠償

責任が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、役員、社員一人一人が事業活動を行うに際して基準とすべき行動規範及びコンプライアンス

関連事項について、具体的に守らなければならないことを行動指針として定め、法令違反やコンプライアンスに反

した行為等を禁止しております。加えて、海外においては、現地の法令や外国公務員贈収賄防止法の順守を徹底し

ております。

 
(2)工事施工中の事故・災害発生のリスク

当社グループでは、働く人及びその他の関係者全員で労働安全衛生マネジメントシステムを運用し、職場の労働

災害や健康障害を防止して、安全で健康的な労働環境の形成に万全を期しておりますが、近年多発している大型台

風、大雨による風水害、施工中工事の重大災害等が発生した場合、工事の中断、工期遅延、また第三者への損害賠

償責任等、予定外の費用が発生することにより業績に影響を及ぼす可能性があります。

事故・災害防止への取り組みとして、工事着手前及び日々の作業前の事故・災害に関するリスクアセスメント、

実施・評価・改善までのサイクル管理及び作業者の危険感受性の向上教育等も取り入れ、安全衛生管理を徹底して

まいります。

 
(3)生産体制と人財確保に関するリスク

当社グループでは、社員の教育訓練による社内人財育成を始め、協力会社への技術教育・指導を継続的に実施し

ておりますが、生産年齢人口の減少、建設技能者の高齢化等により、将来的に建設業従事者が更に減少した場合、

経営計画の実行及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

これらの課題への対応として、生産性の向上を図るためにＩＣＴ施工の高度化やＢＩＭ／ＣＩＭ(*)の適用を進

展させ、また、生産体制を維持するために協力会社を対象とした資格取得支援、研修のほか、建設産業の魅力向上

を目標としたアクションプランを策定し、協力会社の担い手確保への取り組みを強化してまいります。

人財確保につきましては、定期新卒採用及び中途キャリア採用を積極的に実施し、将来に向けた人財を育成して

おります。働き方改革における人事制度の諸施策により、社員一人一人の特有なスキル、経験、価値観を活用し、

能力や経験が認められて仕事に参画できる組織づくりを進めており、海外事業においても、それぞれの進出国にお

いてローカル社員の育成を行い、現地化を図っております。

 

(*)Building/Construction Information Modeling Management：

ＩＴ技術を駆使した３次元モデルにより、計画、設計、施工、維持管理に至る関係者すべてが情報共有し、

業務の効率化と高度化を図る生産システム。

 
(4)情報セキュリティに関するリスク

外部からの攻撃や社員の過失等により、顧客の機密情報が漏洩または消失した場合やシステム障害が発生した場

合は、社会的信用の毀損、損害賠償や復旧費用等の発生により業績に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、情報資産の重要度、脆弱性及び脅威の重大性を勘案して適宜リスク評価を行うとともに、技

術的な対策及び社員へのセキュリティ教育を実施しております。
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(5)海外事業におけるリスク 

当社グループは、主にアジア、アフリカにおける建設事業を展開しておりますが、それら進出国における、テ

ロ、紛争等の政情不安、経済情勢の変動、法制度の変更、為替レートの急激な変動等、事業環境に著しい変化が生

じた場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

海外プロジェクトの取り組みにあたっては、当該国の政治・経済情勢、治安、資機材の調達リスク等を十分調査

した上で、取締役会、経営方針会議で審議しております。
 

(6)新型コロナウイルスの感染拡大による事業リスク

当社グループの主力事業である建設事業につきまして、土木事業は政府が打ち出す国土強靭化、防災・減災の取

り組みや「大阪・関西万博2025」を始めとした大規模プロジェクト等が見込まれておりますが、世界的な新型コロ

ナウイルス感染が収束せず、建設・設備投資計画の縮小・延期等が行われた場合、業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

また、施工中の工事において資材調達の遅延、海外事業における進出国でのロックダウン（都市封鎖）、渡航制

限及び物流機能の不全等により、売上高や工事粗利益に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループでは、感染拡大防止を徹底し、従来よりお取引のある顧客を始めとした案件の着実な受注、優良サ

プライヤーによる調達ルートの安定化や進出国での施工体制の維持に努めてまいります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)経営成績等の状況の概要 

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりで

あります。 

① 財政状態及び経営成績の状況の概要 

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、国内外の社会経済活動が著し

く制約され、宿泊・飲食などのサービス業を中心に非常に厳しい状況が続きました。一方で、輸出や生産活動の回

復により製造業を中心に改善の動きがみられ、企業業績の二極化が鮮明になりました。

建設産業におきましては、公共投資は底堅く推移しているものの、民間投資は新型コロナウイルス感染症の影響

により企業の景況感が悪化したため、減少傾向で推移いたしました。

このような中、当社グループは2020年度を初年度とする新たな３ヵ年の中期経営計画に基づき、レジリエント企

業へ変貌するために、基軸（原点）を持ち、人を育て、問題に向き合い、付加価値生産性を高める取り組みを進め

ております。 

この結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

ａ．財政状態 

総資産は、受取手形・完成工事未収入金等の増加などから、前連結会計年度末に比べ134億36百万円増加し、

1,489億53百万円となりました。

負債は、未成工事受入金の増加などから、前連結会計年度末に比べ48億90百万円増加し、830億77百万円となり

ました。

純資産は、期末配当の実施及び当期純利益の計上などから、前連結会計年度末に比べ85億46百万円増加し、658

億75百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の41.3％から43.1％となり、1.8ポイント上昇いたしました。

 

ｂ．経営成績

当連結会計年度の売上高は、前期比1.0％減の1,729億76百万円となり、営業利益は前期比53.8％増の142億59百

万円、経常利益は前期比53.8％増の141億３百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比59.1％増の91億76

百万円となり、連結会計年度の業績として営業利益、経常利益及び親会社に帰属する当期純利益において過去最高

を更新いたしました。

 

事業セグメント別の実績は以下のとおりであります。 

（国内土木事業）

国内土木事業におきましては、柱である官庁海上土木、民間事業、再生可能エネルギー事業、河川改修等の官

庁陸上土木への取り組み強化及び今後のマーケットを意識した技術開発等に努めてまいりました。当連結会計年

度の売上高は、繰越工事数件で大型の設計変更を獲得したこと及び手持工事の順調な進捗により前期比15.3%増の

1,085億53百万円、セグメント利益は上記に伴う工事採算の改善などにより前期比167.1%増の115億48百万円とな

りました。 

（国内建築事業） 

国内建築事業におきましては、ストック市場を含めた多様な分野の計画的育成、組織営業力の強化、強い競争

力の育成・保持及びBIM-DPX®の推進による設計・施工の効率化等に努めてまいりました。当連結会計年度の売上

高は、繰越工事の減少や受注時期のずれ込みによる工事進捗の遅れなどにより前期比13.9%減の485億19百万円、

セグメント利益は前期比28.9%減の29億26百万円となりました。 

（BIM-DPX®：BIM-Digital Process Transformationの略。BIMによるデジタルプロセスの浸透により、建設業の取

り組みをあらゆる面でより良い方向に変化させようと当社が新たに定義したもの） 

（海外建設事業） 

海外建設事業におきましては、地域に根差した事業展開を基本とし、コスト競争力強化、リスクコントロー

ル、人財育成及び協力会社との連携強化により、各拠点が補完しあえる安定した事業体制の確立等に努めてまい

りました。当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う進出国のロックダウンにより、施工を中

断せざるを得ない期間が長期化したことなどから、売上高は前期比36.3%減の151億円、セグメント利益は▲５億

12百万円となりました。 

なお、現在は全ての工事で施工を再開しております。 

（不動産事業） 

当連結会計年度の売上高は前期比44.6％増の５億11百万円、セグメント利益は前期比21.4％増の２億36百万円

となりました。
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（その他事業） 

保険代理店業、物品の販売・リース事業などであり、当連結会計年度の売上高は前期比2.3％増の２億91百万

円、セグメント利益は前期比96.5％増の61百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加などから、65億48百万円の支出超過となりました。（前

期は２億69百万円の支出超過）

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などから、９億61百万円の支出超過とな

りました。（前期は29億66百万円の支出超過）

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済、配当金の支払などから、20億95百万円の支出超過と

なりました。（前期は26億32百万円の支出超過）

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、166億70百万円となりました。(前期末残高は261

億81百万円)

キャッシュ・フロー指標の推移 

  2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期 2021年３月期

自己資本比率（％） 29.9 30.7 36.8 41.3 43.1

時価ベースの自己資本

比率（％）
27.2 29.7 28.6 30.4 36.3

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年）
1.3 1.3 1.3 － －

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍）
45.5 41.5 59.9 － －

※自己資本比率：自己資本（純資産－非支配株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払

①各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

②株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しております。

③キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち短期借入金、長期借入金を対象としておりま

す。また、利払は連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

④キャッシュ・フローがマイナスである場合は、当該年度の記載を省略しております。
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③生産、受注及び販売の実績 

(1)受注実績 （単位 百万円）
 

セグメントの名称

当連結会計年度

   （自 2020年４月１日

    至 2021年３月31日）

前年同期比（％）

国内土木事業

国内建築事業

113,199

55,524

48.7 

14.1 

海外建設事業

不動産事業

その他事業

3,583

511

291

△65.1

44.6

2.3

合計 173,110 27.6

 

(2)売上実績                                      （単位 百万円）

セグメントの名称

当連結会計年度

   （自 2020年４月１日

    至 2021年３月31日）

前年同期比（％）

国内土木事業

国内建築事業

108,553

48,519 

15.3

△13.9 

海外建設事業

不動産事業

その他事業

15,100 

511

291

△36.3

44.6

2.3

合計 172,976 △1.0

（注）１．当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の実績」は記載しておりません。

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。
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 なお、提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。

受注工事高（契約高）及び施工高の状況

①受注工事高、完成工事高、繰越工事及び施工高

第100期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） （単位 百万円）
 

種類別
前期繰越
工事高

当期受注
工事高

計
当期完成
工事高

次期繰越高
当期施工高

手持工事高 うち施工高

建設事業           ％    

海上土木
(60,067)

60,345
52,430 112,775 71,777 40,997 1.3 551 71,703

陸上土木
(43,235)

43,287
17,950 61,238 29,318 31,920 1.0 316 28,366

建  築 58,149 47,567 105,716 55,249 50,467 1.5 734 55,539

 計
(161,452)

161,782
117,947 279,730 156,345 123,385 1.3 1,602 155,609

 不動産事業 － 343 343 343 － － － －

合計
(161,452)

161,782
118,291 280,074 156,689 123,385 － － － 

 

第101期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） （単位 百万円）
 

種類別
前期繰越
工事高

当期受注
工事高

計
当期完成
工事高

次期繰越高
当期施工高

手持工事高 うち施工高

建設事業           ％    

海上土木
(40,997)

40,862
59,235 100,098 64,023 36,075 1.4 522 63,994

陸上土木
(31,920)

32,070
43,799 75,870 42,706 33,163 0.5 162 42,553

建  築 50,467 54,685 105,153 47,574 57,579 1.4 833 47,673

 計
(123,385)

123,401
157,721 281,122 154,304 126,818 1.2 1,518 154,220

 不動産事業 － 494 494 494 － － － －

合計
(123,385)

123,401
158,215 281,617 154,798 126,818 － － － 

（注）１．前事業年度以前に受注したもので、契約の変更により請負金額に増減のあるものについては、当期受注工

事高にその増減を含んでおります。したがって、当期完成工事高にもかかる増減額が含まれております。 

２．次期繰越高の施工高は、支出金により手持高の施工高を推定したものであります。

３．次期繰越高（手持工事高）は、不動産事業を除き（前期繰越工事高＋当期受注工事高－当期完成工事高）

に一致しております。

４．前期繰越工事高の上段（ ）内表示額は、前事業年度における次期繰越高であり、下段は当該事業年度の

外国為替相場の変動及び工事契約解除等による増減額を反映させたものであります。
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②受注工事高の受注方法別比率

 工事受注方法は、特命と競争に大別されます。 （単位 ％）
 

期別 区分 特命 競争 計

第100期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

海上土木工事 34.0 66.0 100

陸上土木工事 58.9 41.1 100

建築工事 20.1 79.9 100

第101期
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

海上土木工事 7.5 92.5 100

陸上土木工事 8.3 91.7 100

建築工事 34.0 66.0 100

 （注）算出は請負金額比によります。

 
③完成工事高

（Ⅰ）完成工事高                                   （単位 百万円）

期別 区分

国内 海外
計

（Ｂ）
 

官公庁 民間 （Ａ）
(A)/(B)
(%)

第100期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

 

海上土木工事 44,261 15,682 11,834 16.5 71,777

陸上土木工事 23,009 4,174 2,133 7.3 29,318 

建築事業 3,810 51,339 98 0.2 55,249

計 71,081 71,196 14,066 9.0 156,345 

第101期
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

 

海上土木工事 43,299 13,684 7,039 11.0 64,023

陸上土木工事 33,898 6,857 1,949 4.6 42,706 

建築事業 3,249 44,224 99 0.2 47,574

計 80,447 64,767 9,089 5.9 154,304 

（注）１．完成工事のうち主なものは、次のとおりであります。

第100期 請負金額10億円以上の主なもの 

ミャンマー港湾公社 ティラワ港開発工事

国土交通省
茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸築造工事

（その２）

岩手県 赤前地先海岸災害復旧（23災456号）その３工事

沖縄総合事務局 那覇空港滑走路増設南側進入灯橋梁工事 

東京都 平成27年度海の森水上競技場整備工事

エスフーズ株式会社 （仮称）エスフーズ㈱新船橋工場新築工事

 

第101期 請負金額10億円以上の主なもの 

フィリピン公共事業道路省 パッシグ・マリキナ河川改修Phase３（円借）（マリキナ工区）

国土交通省 横浜港新本牧地区岸壁（-18ｍ）（耐震）海上地盤改良工事

東京都 六郷ポンプ所ほか１か所耐震補強及び設備再構築に伴う建設工事

川崎市 塩浜３丁目地区内土地造成工事 

横浜冷凍株式会社 
（仮称）ヨコレイアイランドシティ物流センター新築工事（建築

工事） 

センコー株式会社 センコー㈱岐阜羽島ＰＤセンター新築工事

 

- 15 -



２．完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は次のとおりでありま

す。

第100期  国土交通省 25,267百万円 16.2％ 

第101期  国土交通省 28,037百万円 18.2％ 

（Ⅱ）不動産事業売上高 （単位 百万円）
 

期別 区分 金額

第100期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

土地建物販売収入 50

賃貸収入 293

計 343

第101期
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

土地建物販売収入 106

賃貸収入 387

計 494

 

④手持工事高（2021年３月31日現在） （単位 百万円）
 

区分

 国内

海外 計

官公庁 民間

海上土木工事 21,791 7,702 6,580 36,075 

陸上土木工事 23,656 7,457 2,050 33,163

建築工事 6,363 51,215 － 57,579

計 51,811 66,375 8,631 126,818

（注）手持工事のうち請負金額10億円以上の主なものは、次のとおりであります。

ケニア港湾公社
モンバサ港コンテナターミナル開発工事（２期）（STEP案

件）
2022年５月完成予定

国土交通省 東京国際空港Ｃ滑走路他地盤改良工事（その２） 2022年２月完成予定

宮城県
平成29年度県債311地震災1464-001号 野々島地区海岸災害復

旧工事
2022年３月完成予定

関西エアポート株式会社 関西国際空港１期島消波ブロック設置工事（１工区） 2021年12月完成予定

国立療養所沖縄愛楽園 国立療養所沖縄愛楽園第２センター新築整備工事 2023年１月完成予定

オリックス不動産株式会社 加須ロジスティクスセンターＰＪ新築工事 2023年１月完成予定
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(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 

経営者の視点による当社グループの経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

 

① 財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容 

受注高 1,582億円（前期比399億円増）※当社個別 

・国内土木事業は、特に陸上工事においてＪＶサブ（構成員）に参画する大型工事の設計変更及び新規受注が寄

与したほか、海上工事は国土交通省発注工事に加え、エネルギー関連などの民間工事の受注が伸びたことから

338億円の増加、国内建築事業は、注力分野である環境関連施設、物流倉庫の受注が堅調であったことから71億

円の増加、海外建設事業は、フィリピンにおける大型案件の契約交渉が長期化したことなどから新規受注はあ

りませんでした。 

連結売上高 1,729億円（前期比18億円減） 

・前期からの繰越工事の減少及び海外建設事業の一部工事において、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う進

出国のロックダウンにより、施工中断期間が長期化したことにより微減となりました。 

連結売上総利益 232億円（前期比51億円増） 

・国内土木事業では、ＪＶサブ（構成員）に参画する大型陸上工事の設計変更等の獲得のほか、海上工事も順調

に進捗したことなどから大幅な増益、国内建築事業では、完成工事高の減少の影響により微減、海外建設事業

では、新型コロナウイルス感染症による売上高の大幅な減少に加え、中断中のスタンバイ費用などを計上した

結果、大幅な減益となりました。 

連結営業利益 142億円（前期比49億円増） 

・変動要因としては、売上総利益51億円の増加（国内土木事業の売上総利益74億円の増加、国内建築事業の売上

総利益10億円及び海外建設事業の売上総利益13億円の減少）によるものであります。 

 

② 資本の財源及び資金の流動性 

ａ．キャッシュ・フロー 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては「第２ 事業の状況 ３．経営者による財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(1)②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりでありま

す。 

ｂ．資金需要 

当社グループの事業活動における資金需要は主に大きく分けて運転資金と設備資金の２つがあります。季節的変

動の影響を受けやすい建設業の事業特性を踏まえ、運転資金調達についてはコミットメントライン（特定融資枠）

設定契約によるものとし、2020年９月に金融機関７行と総額100億円、期間３年のシンジケーション方式によるコ

ミットメントライン設定契約を締結しております。また、2021年３月に金融機関１行と総額50億円、期間１年のコ

ミットメントライン設定契約を締結しております。 

上記の他に、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う、工事休止時の作業所維持費用等、不測の資金需要に対応

するため、2020年６月に金融機関７行と総額150億円、期間１年のシンジケーション方式によるコミットメントラ

イン設定契約を締結しております。 

設備資金調達については、主要借入行を中心とした調達を行っております。 

ｃ．財務政策 

当社グループの事業活動の推進、運営に必要な運転資金及び設備資金の調達を安定的に確保するため、金融機関

からの借入による資金調達を行っております。 

当連結会計年度末における長期借入金は27億52百万円、短期借入金は78億41百万円となり、有利子負債総額は前

連結会計年度末比５億57百万円減の105億94百万円となっております。また引き続き、資金調達コスト低減にも取

り組んでまいります。 
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③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定 

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成してお

ります。この連結財務諸表を作成するにあたっての重要な会計方針については、「第５ 経理の状況 １．連結財

務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりでありま

す。 

連結財務諸表の作成にあたっては、会計上の見積りを行う必要があり、完成工事高及び完成工事原価の計上、販

売用不動産の評価、貸倒引当金・完成工事補償引当金・工事損失引当金等の重要な引当金の計上、退職給付に係る

負債の計上、繰延税金資産の計上等に関して、過去の実績や状況に応じ合理的と考えられる要因に基づき、見積り

及び判断を行い、その結果を連結貸借対照表及び連結損益計算書の金額に反映しております。但し、実際の結果

は、見積りによる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。また、特に以下の事項は、経営

者の会計上の見積りの判断が当社グループの業績に重要な影響を及ぼすと考えております。 

ａ．工事進行基準適用工事における完成工事高の計上 

完成工事高の計上にあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的

に見積る必要があります。 

工事はその仕様や作業内容等による個別性が強く、さらに工事進行途上における設計変更、予定外の費用の発

生、工期の変更等の不確実性があることから、当該見積りを継続的に見直しております。 

よって、当該見積りに変更が発生した場合には、翌連結会計年度の完成工事高及び完成工事原価の金額に重要な

影響を与える可能性があります。 

 

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に関する会計上の見積りに関しては、「第５ 経理の状況 １．連結財

務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」及び「第５ 経理の状況 ２．財務諸表等 (1)財務

諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」の箇所に記載しております。 

 

④ 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 

当連結会計年度における計画達成状況 

連結 計画 実績 達成状況 

業績指標 売上高 1,750億円 1,729億円 （達成率 98.8%） 

  営業利益 81億円 142億円 （達成率 176.0%） 

  営業利益率 4.6% 8.2% （目標値 +3.6ポイント） 

  経常利益 77億円 141億円 （達成率 183.2%） 

 
親会社株主に帰属する 

当期純利益 
50億円 91億円 （達成率 183.5%） 

財務指標 純資産（非支配株主持分除く） 593億円 642億円 （達成率 108.4%） 

  自己資本比率 42.0% 43.1% （目標値 +1.1ポイント） 

  ＲＯＥ 8.2% 15.3% （目標値 +7.1ポイント） 

 

４【経営上の重要な契約等】

 該当事項はありません。
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５【研究開発活動】

当社グループはコーポレート・メッセージとして『人と地球にあたたかな技術』を掲げています。これは「技術

が人のため、地球に生きる皆のために使われるべきものであり、技術を使う我々は、それを理解して事業活動を持

続していく」という精神と決意を謳ったものであり、総合技術研究所と本社技術部門はこの決意に則り、培ってき

た技術力が地球環境に優しいこと、より安全であること、また生産性を向上させることを希求して、日々研究開発

を重ねております。

当連結会計年度においては「脱炭素、カーボンニュートラルへの取組み」「ＩＣＴ施工や自動化技術による生産

性の向上」「建設ＤＸの推進準備」等の社会課題に対して研究開発を推進してまいりました。主な成果は以下のと

おりです。なお国内土木事業、国内建築事業及び海外建設事業を対象に行った研究開発活動の総額は692百万円とな

りました。

 

(1) 浮体式洋上風力発電低コスト化技術開発調査研究

当社は、三井海洋開発株式会社、古河電気工業株式会社と共同で、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ」）による公募「浮体式洋上風力発電低コスト化技術開発調査研究」に採択さ

れ、洋上風力発電の係留方式として低コスト化を図るべく、緊張係留方式（Tension Leg Platform式（以下、「Ｔ

ＬＰ方式」））の浮体・係留システムについて調査研究に取り組んでおります。

ＴＬＰ方式は、石油掘削リグ等で実績がある動揺を抑えた浮体係留方法で、発電設備の耐久性向上の他、緩係

留方式に比べて係留索による海域占有面積を大幅に削減できるため、漁業や船舶運航への影響を抑える優れた社会

受容性を発揮することができます。

当社はＮＥＤＯから助成を受け、着床式洋上風力発電施設の基礎（サクションバケット基礎）技術の実証実験

についても取り組んでおります。着床式、浮体式双方の洋上風力発電施設基礎の施工方法を確立し、今後の洋上風

力発電の普及に貢献してまいります。

 

(2) 石炭灰およびバイオマス灰等によるＣＯ２固定・有効活用に関する要素技術開発

当社は、一般財団法人電力中央研究所、三菱パワー株式会社、一般財団法人石炭エネルギーセンターととも

に、石炭灰・バイオマス灰等を対象としたＣＯ２固定・有効活用に関する技術開発に取り組んでおります。本件は

ＮＥＤＯの「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発／次世代火力発電技術推進事業／カーボンリサイク

ル技術の共通基盤技術開発」の委託事業に採択されたもので、「ＣＯ２を炭酸塩化する技術」を将来有望なカーボ

ンリサイクル技術の一つと捉え、「燃焼灰を用いたＣＯ２固定システムの構築」「炭酸塩化した燃焼灰の活用」に

向けて技術開発に着手いたしました。

当社はこのうち、処分場を活用したＣＯ２固定システムの構築を目的に「処分場をＣＯ２固定リアクターとみな

したＣＯ２吹込み方法の検討、およびＣＯ２固定に伴う処分場の早期安定化に向けた処分場浸出水の水質予測・処

理に関わる研究開発」に取り組んでおります。

今後も上記各社とともに、発電等に伴って発生するＣＯ２を資源として捉え、産業副産物を用いた技術の開発に

取り組み、低炭素・循環型社会の実現ならびにＳＤＧｓの達成に向けて貢献してまいります。

 

(3) 浮体動揺解析を用いた安全施工の実用化

当社は、海上工事における安全施工確保のため、浮体動揺の数値シミュレーション技術を用いた施工システム

を開発し実用化しております。このシステムは、曳航中のケーソンや起重機船などを浮体物としてモデル化し、波

浪による動揺を数値シミュレーションするもので、波浪が来襲した時にケーソンや起重機船がどの程度動揺するか

を定量的に把握し、動揺量を低減する対策や来襲波浪に対する作業中止判断基準を設定することができます。さら

には、緊張係留した浮体の動揺もシミュレーションすることができるため、ＴＬＰ方式の洋上風力発電施設への適

用も視野に入れた技術開発を進めております。

当社ではこれまで、国土交通省東北地方整備局発注の岩手県久慈港湾地区防波堤(北堤)築造工事をはじめとす

る防波堤築造工事などで運用し、安全な施工を実現してまいりました。

今後は、多くの施工実績から得られる経験値を数値シミュレーションにより構築されるデータベースに統合し

てシステムの精度を向上させ、安心安全で効率的な施工技術の向上に貢献してまいります。

 

(4) 準天頂衛星「みちびき」を利用した漁場築造システムの開発

当社は、従来の漁場築造システムを拡張し、準天頂衛星「みちびき」を利用した「漁場築造システム-ＱＺＳ

Ｓ」を開発いたしました。当システムは湧昇流漁場（マウンド礁）築造や保護育成礁築造など沖合での施工状況を

可視化するシステムで、これまでのＧＰＳを中心としたＧＮＳＳ測位システムに加え、準天頂衛星「みちびき」を

使用し、沖合施工の高精度化を実現いたしました。
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漁場築造海域は水深が深く潮流も早いことから、正確な施工位置の把握が重要となります。沖合施工ではＲＴ

Ｋ測位（精度２㎝～10㎝程度）の補正データが届かず、ディファレンシャル測位（精度50cm～100㎝程度）を用い

て施工を行っておりますが、より正確な位置を算出するため準天頂衛星「みちびき」を使用いたしました。「みち

びき」は2018年11月から運用が開始された日本の衛星測位システムであり、センチメータ級測位補強サービス（Ｃ

ＬＡＳ）が配信されております。

当社はこの技術を用い、±50㎝から±10㎝へ精度向上した施工管理システムを開発、沖合の海洋構造物の築造

にはじめて採用して良好な成績を収めました。

 

(5) 低炭素化社会へ貢献できる環境配慮型コンクリート（ＣＥＬＢＩＣ）の実用化

当社を含むゼネコン13社で構成するＣＥＬＢＩＣ研究会は、循環型社会の形成と地球環境問題に寄与すること

を目的とし、建築コンクリート構造物に求められる所要の品質を確保しつつ、コンクリート材料に由来する二酸化

炭素の排出量の約９～63%を削減できる環境配慮型コンクリート：ＣＥＬＢＩＣ（セルビック：Consideration for 

Environmental Load using Blast furnace slag In Concrete）を実用化いたしました。

建築構造物の躯体には、「普通ポルトランドセメント」を用いたコンクリートの使用が一般的ですが、高炉ス

ラグ微粉末を10～70%の範囲で混和材として使うことにより、二酸化炭素量の削減が可能となります。

なお、一般財団法人日本建築総合試験所より2021年２月22日付けで、建設材料技術性能証明（ＧＲＢＣ 材料証

明 第20-04号）を再取得し、ＪＩＳ Ａ 5308（レディーミクストコンクリート）に適合するコンクリートとして製

造・出荷が可能となりました。

今後は、鉄筋コンクリート造建築物へ環境配慮性を有したＣＥＬＢＩＣを適材適所へ有効活用し、普及展開を

目指してまいります。

※高炉スラグ微粉末は、製鉄の過程で廃棄物として排出される高炉スラグを微粉砕したものであり、廃棄物処理 

 量を低減し、低炭素化社会へも貢献します。 

 

(6) ＩＣＴ技術を活用した生コンクリート品質管理システムによる生産性と品質向上

当社は、GNN Machinery Japan株式会社とともに、国土交通省の令和２年度「建設現場の生産性を飛躍的に向上

するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト（追加公募）」における「技術Ⅱ：データを活用して土

木工事における品質管理の高度化等を図る技術」に「フレッシュコンクリート品質のリアルタイム連続管理技術」

の試行について応募し、採択されました。

コンクリート構造物の生産性と品質向上を図るには、コンクリートの品質の安定性と、品質管理の省力化が求

められますが、このシステムは、出荷するコンクリートのアジテータ車の位置や、ドラム内に設置したプローブセ

ンサによりスランプ、温度及び積載量を逐次測定・記録することができます。

国土交通省四国地方整備局の施工現場において、本装置をアジテータ車５台へ搭載して試行したところ、累計

58台が運搬するコンクリートの運行情報のほか、運搬時や荷卸し時のコンクリート品質データをクラウドコンピュ

ータへアップロードし、タブレット端末等を用いて生コン工場や施工現場等でリアルタイムにモニタリングするこ

とで品質管理の省力化や品質の安定化が図れることを実証いたしました。

 

(7) オフィスビルにおける省エネルギー性と知的生産性の両立

当社は、効率よく一次エネルギー消費量を削減する取り組みの一環として設計施工のオフィスビル案件におい

てＺＥＢ Ｒｅａｄｙ認証を取得いたしました。

近年、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）投資の考え方が急速に広まりつつあります。オフィスビルにおいて

は、省エネルギー性に加えて執務者の知的生産性向上に対する配慮も求められておりますので、今後はビルの運用

段階でのエネルギー削減量のデータを集積し、省エネルギー性と知的生産性の両立を実現したオフィスビルの提案

ができる技術の取得を目指してまいります。

 

(8) ＢＩＭによるデジタルプロセストランスフォーメーション（ＢＩＭ－ＤＰＸ®※）

当社は、ＢＩＭ－ＤＰＸ®を推進するため、建築事業本部にワーキンググループを設置し、クラウドコンピュー

ティングをプラットフォームとした設計施工一貫ＢＩＭプロセスの研究・開発・普及促進を図るための体制を構築

し活動しております。2020年度は、既に整備した基本プラットフォームを機動的に改善しながら、普及促進を加速

させており、基本設計－実施設計モデルを施工モデルに引き継ぐ基本的なワークフロー開発が完了し、クラウドコ

ンピューティングを活用することにより、国内外の設計施工フィールドにおいて広く活用することができました。

これらの取り組みについて、発注者や設計事務所、協力会社などステークホルダーより、効果と価値を評価いただ

いております。

ＢＩＭ－ＤＰＸ®： BIM–Digital Process Transformation の略。ＢＩＭによるデジタルプロセスの浸透によ

り、建設業の取り組みをあらゆる面でより良い方向に変化させようと当社が新たに定義したもの。

- 20 -



第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

 当連結会計年度に実施した当社グループの設備投資の総額は1,214百万円であり、作業船舶の維持・改良などであり

ます。なお、当連結会計年度より無形固定資産を総額に含めております。

 

２【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1)提出会社                                     2021年３月31日現在

事業所名
(所在地)

 
 

帳簿価額（百万円）

従業員数
(人)

 セグメントの

 名称
建 物 
構築物

機械運搬具 
工具器具 
備  品

土地
 

リース資産 合計

  面積(㎡) 金額  

本社

（東京都千代田区）

 
－ 841 2,747 29,018 4,005 116 7,710 232

美浦研究所

（茨城県稲敷郡

 美浦村）

国内土木事業

国内建築事業
271 64 28,141 1,040 4 1,380 14

鳴尾研究所

（兵庫県西宮市）

 
国内土木事業 257 86 8,852 1,858 1 2,203 24

北海道支店

（札幌市中央区）

国内土木事業

国内建築事業
50 1 2,780 246 0 298 8

東北支店

（仙台市青葉区）

国内土木事業

国内建築事業
108 5 4,150 518 22 655 96

関東支店

（東京都千代田区）
国内土木事業 52 30

6,514

[3,340]
265 15 364 163

関東建築支店

（東京都千代田区）
国内建築事業 － 4 － － 1 5 113

横浜支店

（横浜市中区）
国内土木事業 22 1 1,705 513 － 536 54

北陸支店

（石川県金沢市）

国内土木事業

国内建築事業
44 1

2,074

[1,179]
222 22 291 63

名古屋支店

（名古屋市中区）

国内土木事業

国内建築事業
2 0 3,391 147 14 165 72

大阪本店

（大阪市中央区）

国内土木事業

国内建築事業
2,076 31

57,242

[409]
10,699 10 12,817 166

中国支店

（広島市東区）

国内土木事業

国内建築事業
48 2 4,823 141 14 206 57

四国支店

（香川県高松市）

国内土木事業

国内建築事業
16 609

1,248

[670]
89 19 734 55

九州支店

（福岡市博多区）

国内土木事業

国内建築事業
38 394

4,427

[68]
248 30 712 151

国際支店

（東京都千代田区）
海外建設事業 － － － － － － 26

海外事業所 海外建設事業 22 492
－

[16,800]
－ － 515 33
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(2)国内子会社                                    2021年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

帳簿価額（百万円）

従業
員数
(人)

建 物 
構築物

機 械
運搬具 
工 具
器 具 
備 品

土地

リース
資 産

合計

面積
(㎡)

金額

㈱トマック
本社

(東京都千代田区)

国内土木事業

海外建設事業

不動産事業

115 362
34,000 

[400]
1,201 4 1,684 140

タチバナ工業㈱
本社

(香川県高松市)

国内土木事業

海外建設事業
297 911

7,500

[509]
188 2 1,400 107

日下部建設㈱
本社 

(神戸市中央区) 

国内土木事業

その他事業
1 47 － － 39 88 25 

東建サービス㈱
本社 

(東京都千代田区) 
国内建築事業 0 0 － － － 0 28 

東建テクノ㈱
本社 

(兵庫県西宮市) 
国内建築事業 0 0 － － － 0 5 

とうけん不動産㈱
本社

(東京都港区)
不動産事業 209 7 3,099 690 － 907 2 

東建商事㈱
本社

(東京都千代田区)
その他事業 1 0 － － － 2 13

 

(3)在外子会社                                    2020年12月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

帳簿価額（百万円）

従業
員数
(人)

建 物 
構築物

機  械
運搬具
工  具
器 具
備  品

土地

リース
資 産

合計

面積
(㎡)

金額

CCT 

CONSTRUCTORS 

CORPORATION

本社

(MAKATI CITY, 

PHILIPPINES)

海外建設事業 4 28 4,500 20 17 71 67

 （注）１．帳簿価額に建設仮勘定は含んでおりません。

２．提出会社の不動産事業は各事業所において行っておりますが、その割合は僅少なため表示を省略しておりま

す。

３．土地及び建物の一部を当社グループ以外から賃借しております。賃借料は691百万円であり、土地の面積に

ついては、［ ］内に外書きで示しております。

４．土地建物のうち貸与中の主なもの

会社名 土地(㎡) 建物(㎡)

東洋建設㈱ 22,424 15,293
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５．リース契約による賃借設備のうち主なもの

会社名 事業所名
セグメントの
名称

設備の内容 台数
リース期間
（年）

年間リース料
（百万円）

東洋建設㈱ 本社・支店 国内土木事業他 パソコン他 2,654 3 100

６．在外子会社の従業員数は、当期より海外現地採用の従業員を含めて記載しております。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1)重要な設備の新設等

作業船、事業用運営設備及び研究開発用等の拡充更新を目的とした重要な設備投資計画は以下のとおりでありま

す。

 

会社名 セグメント名称 設備の内容
投資予定金額（百万円）

完成予定年月 資金調達方法

総額 既支払額

東洋建設㈱ 国内土木事業
船舶 

（ＤＣＭ船） 
366 112 2022年９月 自己資金 

 

(2)重要な設備の除却等

重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種  類 発行可能株式総数（株）

普通株式 320,000,000

計 320,000,000

 

②【発行済株式】

種類 
事業年度末現在 
発行数（株） 

（2021年３月31日） 

提出日現在 
発行数（株） 

（2021年６月25日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 94,371,183 94,371,183 
東京証券取引所 

(市場第一部) 

単元株式数 

100株 

計 94,371,183 94,371,183 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数
（千株）

発行済株式 
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金 
増減額

（百万円）

資本準備金 
残高

（百万円）

2015年3月11日～
2015年3月24日

(注)
14,300 94,371 3,365 14,049 3,365 5,840

（注）2015年３月11日を払込日とする公募による有償増資により、発行済株式総数が10,000,000株、資本金が2,334百
万円、資本準備金が2,334百万円増加しております。なお、発行価格は487円、発行価額は466.80円、資本組入額
は233.40円であります。
2015年３月11日を払込日とする第三者割当による有償増資により、発行済株式総数が2,800,000株、資本金が681
百万円、資本準備金が681百万円増加しております。なお、発行価額は487円、資本組入額は243.50円でありま
す。
2015年３月24日を払込日とする第三者割当による有償増資により、発行済株式総数が1,500,000株、資本金が350
百万円、資本準備金が350百万円増加しております。なお、発行価額は466.80円、資本組入額は233.40円であり
ます。
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（５）【所有者別状況】

              2021年３月31日現在 

区分 

株式の状況（１単元の株式数 100株） 
単元未満 

株式の状況 
（株） 

政府及び 
地方公共団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の法人 
外国法人等 

個人その他 計 
個人以外 個人 

株主数（人） － 27 39 167 161 12 16,678 17,084 － 

所有株式数 

（単元） 
－ 198,638 28,921 249,625 215,350 127 250,597 943,258 45,383 

所有株式数の

割合（％） 
－ 21.06 3.07 26.46 22.83 0.01 26.57 100 － 

（注）１．自己株式42,736株は、「個人その他」に427単元及び「単元未満株式の状況」に36株を含めて記載しておりま
す。

２．「その他の法人」欄には、証券保管振替機構名義の株式14単元が含まれております。

 

（６）【大株主の状況】
 

    2021年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％) 

前田建設工業株式会社 東京都千代田区富士見二丁目10番２号 19,047 20.19 

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 4,999 5.29 

株式会社日本カストディ銀行（信

託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番12号 4,281 4.53 

東洋建設共栄会 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 2,731 2.89 

株式会社レノ 
東京都渋谷区東三丁目22番14号 渋谷松原

ビル７階 
2,401 2.54 

MSIP CLIENT SECURITIES 

（常任代理人 モルガン・スタン

レーＭＵＦＧ証券株式会社） 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON 

E14 4QA, U.K. 

（東京都千代田区大手町一丁目９番７号 

大手町フィナンシャルシティ サウスタワ

ー） 

2,138 2.26 

NOMURA AYA 

（常任代理人 シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店） 

CUSCADEN WALK，SINGAPORE 

（東京都新宿区新宿六丁目27番30号） 
1,649 1.74 

吉田 知広 大阪府大阪市淀川区 1,377 1.46 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,300 1.37 

DFA INTL SMALL CAP VALUE 

PORTFOLIO 

（常任代理人 シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店） 

PALISADES WEST 6300, BEE CAVE ROAD 

BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US 

（東京都新宿区新宿六丁目27番30号） 

1,291 1.36 

計 － 41,219 43.69 
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（注）１．2020年９月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社

が2020年９月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31日現在

における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 4,766 5.05

計 － 4,766 5.05

 

   ２．2020年11月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ノムラ インターナ

ショナル ピーエルシー（NOMURA INTERNATIONAL PLC）及びその共同保有者である野村アセットマネジメント株

式会社が2020年10月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年３月31

日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めておりません。 

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

ノムラ インターナショナル ピ

ーエルシー

（NOMURA INTERNATIONAL PLC）

1 ANGEL LANE，LONDON EC4R 3AB，UNITED 

KINGDOM
243 0.26

野村アセットマネジメント株式会

社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号 4,968 5.26

計 － 5,212 5.52

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

        2021年３月31日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

 無議決権株式   － － － 

 議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

 議決権制限株式（その他）   － － － 

 完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ 
単元株式数 

100株 普通株式 42,700 

 完全議決権株式（その他） 普通株式 94,283,100 942,831 同上 

 単元未満株式 普通株式 45,383 － 
１単元(100株)未満の

株式 

 発行済株式総数   94,371,183 － － 

 総株主の議決権   － 942,831 － 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株（議決権の数14

個）及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式387,200株（議決権の数3,872個）が含まれております。 

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式36株及び役員報酬ＢＩＰ信託が保有する株式42株が

含まれております。 
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②【自己株式等】

        2021年３月31日現在 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 
（％） 

自己保有株式          

東洋建設㈱ 
大阪市中央区高麗橋

四丁目１番１号 
42,700 － 42,700 0.05 

計   42,700 － 42,700 0.05 

（注）株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式1,400株（議決権の数14個）及び役員報

酬ＢＩＰ信託が所有する株式387,200株（議決権の数3,872個）は、上記自己保有株式には含まれておりません。

 

（８）【役員・従業員株式所有制度の内容】

（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）

１．制度の概要

当社は、2016年６月29日開催の第94回定時株主総会において、当社取締役及び執行役員（社外取締役を除

く。以下、取締役等）へのインセンティブプランとして、2016年度から業績連動型株式報酬制度（以下、本

制度）を導入することを決議いたしました。本制度は、当社の中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢

献意識をこれまで以上に高めることを目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高

い報酬制度であります。

具体的には、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託と称する信託を設定し、あらかじめ役員報酬

ＢＩＰ信託により取得した当社株式を中長期の業績達成度に応じて取締役等に交付します。

２．信託に残存する当社株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上しておりま

す。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は163百万円及び387,242株であります。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 169 75,282

当期間における取得自己株式 206 117,524

（注）当期間における取得自己株式数には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

（－）
－ － － －

保有自己株式数 42,736 － 42,942 －

（注）当期間における保有自己株式数には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

 

３【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と位置付けており、洋上風力発電建設市場への参画に向け

た設備投資や技術開発、海外事業の更なる展開に備え、内部留保の充実を図りながら、長期的かつ安定的な配当を

行うことを基本方針としております。

当連結会計年度の配当につきましては、2021年３月期の業績を踏まえ、株主様へより一層の利益還元を図るべ

く、１株につき普通配当20円に特別配当５円を加えた25円といたしました。この結果、当連結会計年度の普通株式

の連結配当性向は25.6％となり、当社個別の当事業年度における普通株式の配当性向は27.7％となりました。

また、配当実施後の繰越利益剰余金につきましては、経営基盤の安定を図るため、全額次期に繰越すことといた

しました。

なお、剰余金の配当は年１回の期末配当としており、剰余金の配当決定機関は株主総会であります。

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 株式の種類 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額（円） 

2021年６月25日 
普通株式 2,358 25.00 

定時株主総会決議 

 

- 28 -



４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は経営理念の実現に向け、「人を育て」「問題に向き合い」「付加価値生産性を高める」ことを基本方針に

定め、なかでもコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと位置付け、経営環境の変化に迅速

に対応する最適な経営体制の構築に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスを充実させ、経営の効率性・

透明性を確保することが企業価値を高め、株主をはじめとするステークホルダーや社会全般から信頼される企業と

して存続する基盤になると考えております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

・コーポレート・ガバナンス体制の概要 

当社のコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりです。 

 

 

 

・取締役会及び取締役 

当社の経営に係る重要事項については、取締役会において審議、決定され、各取締役は業務執行の監督を行って

おります。この取締役会は、社外取締役２名を含む全取締役と全監査役によって構成され、適正かつ迅速な意思決

定を行うため、毎月１回開催する取締役会はもとより、必要に応じ臨時取締役会を招集するなど、機動的な運営を

行える体制をとっております。 

 

・監査役会及び監査役 

株主に対する受託責任を踏まえ、当社や株主共同の利益のために独立客観的な立場において、取締役の職務の執

行状況の監査を行っております。監査役会は社外監査役２名を含む常勤監査役３名によって構成されております。 

 

・役員指名・報酬委員会 

取締役及び執行役員の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の下に

役員指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬に係る協議を行っております。委員会は代表取締役２名及び社外取締

役１名で構成され、社外取締役の適切な関与・助言を得る体制としております。 
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・リスクマネジメント委員会 

リスクマネジメント委員会は、代表取締役社長の直轄機関として経営管理本部長、土木事業本部長、建築事業本

部長、総合監査部長、安全環境部長及び監査役１名から構成され、経営管理本部法務部を事務局とし、コンプライ

アンス方針の策定、グループ全体の重要リスクの選定等を行い、関係部門へ指示を行うとともに、取締役会へその

活動を報告しております。 

 

・経営方針会議 

経営環境の変化に迅速に対応し、業務運営の効率化を図るため取締役会の他に、業務執行の方針を協議決定する

経営方針会議を毎月２回開催しております。この経営方針会議は、全取締役、経営管理本部経営企画部長及び監査

役１名によって構成されております。 

 

・独立社外委員会 

社外取締役と社外監査役間での情報交換、認識共有を図ることを目的に独立社外委員会を設置しております。委

員会は社外取締役及び社外監査役の全員で構成され、うち社外取締役１名を筆頭者として選定しております。 

 

・取締役会及び取締役会の任意委員会等の構成及び委員長等は、次のとおりです。 

  氏 名 地 位 取締役会
役員指名・

報酬委員会

リスクマネ

ジメント

委員会

経営方針

会議

独立社外

委員会

１ 武澤 恭司 代表取締役社長 ◎ ◎   ◎  

２ 川述 正和 取締役 〇     〇  

３ 藪下 貴弘 代表取締役 〇 ○ ◎ 〇  

４ 平田 浩美 取締役 〇   〇 〇  

５ 大林 東壽 取締役 〇   〇 〇  

６ 福田 善夫
取締役

(社外)
〇 〇   〇 ◎筆頭者

７ 吉田 豊
取締役 

(社外) 
〇     〇 〇

８ 乙成 哲 常勤監査役 〇   △ 〇  

９ 福田 二郎
常勤監査役 

(社外) 
〇       〇

10 染河 清剛
常勤監査役 

(社外) 
〇       〇

（１）〇は構成員を、◎は議長・委員長を、△はオブザーバをそれぞれ示しております。 

（２）監査役は、取締役会においては出席し、意見陳述義務があるため〇としております。 

（３）リスクマネジメント委員会には表記のほか顧問として弁護士１名を選任することができます。 
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③企業統治に関するその他の事項

・内部統制システムの整備の状況

(ⅰ)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

ａ．取締役、執行役員及び使用人は、「経営理念」、「行動規範」、「行動指針」を最優先すべき基本的判断基

準として職務の執行にあたっております。 

ｂ．社長の直轄機関であるリスクマネジメント委員会は、「コンプライアンス方針の策定」、「リスクマネジメ

ントの普及方針の決定」、「グループ全体の重要リスクの選定」等を行い、関係部門へ指示を行うととも

に、取締役会へその活動を報告しております。 

ｃ．法務部は、各部門のコンプライアンスに関する必要な教育、指導等を行っております。 

ｄ．法務部長は、法令遵守上疑義のある行為等を把握した場合は、調査の上適時適切にリスクマネジメント委員

会へ報告を行い、必要な指導を行うこととしております。 

ｅ．総合監査部は、各部門の職務執行状況や内部統制の有効性と妥当性の確認を行うことにより、職務の執行の

適正性を確保しております。 

ｆ．社内通報体制として社内・社外の双方に通報窓口を持つ内部通報制度を構築しております。 

 

(ⅱ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ａ．経営基本規程、組織関係規程等に基づき、取締役の職務の執行が適正に行える体制を整備しております。 

ｂ．執行役員制度を採用することにより取締役の員数を少なくし、経営の意思決定の迅速化を図っております。 

 

(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ａ．リスク管理規程及び防災規程に基づき、各担当部門は定められた日常リスクの管理を行うこととしておりま

す。 

ｂ．大規模災害等の非常時対応を要する事態の発生時においては、被害・損失を最小限とするため、社長を本部

長とする非常時対策本部を設置することとしております。 

ｃ．首都圏直下型地震の発生を想定したBCP(事業継続計画)を策定しております。 

 

(ⅳ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

ａ．重要な会議の議事録、重要な事項に関する稟議書、契約書及びそれらの関連資料を法令、文書管理及び情報

セキュリティに関する諸規程に基づき、適切に保管しております。 

ｂ．文書規程に基づく文書管理責任者は、文書の管理を適切に行っております。 

 

(ⅴ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

ａ．関連事業戦略部、土木企画部及び建築企画部は、関係会社管理規程に基づき、当社及び子会社から成る企業

集団の経営計画の策定や、重要な意思決定に際し事前協議や指導を行うとともに、定期的に子会社社長を招

集し、当社が関与して策定した経営計画の進捗等、経営状況のヒアリングを行っております。 

ｂ．総合監査部は、当社及び子会社から成る企業集団における業務執行状況や内部統制の有効性と妥当性の確認

を行い、業務執行の適正性及び経営の効率性・健全性を確保しております。 

ｃ．法務部は、当社及び子会社から成る企業集団のコンプライアンスに関する必要な教育、指導、支援等を行っ

ております。 

ｄ．内部通報制度の通報窓口を当社及び子会社から成る企業集団にも構築し、企業集団におけるコンプライアン

スの実効性を高めております。 

 

(ⅵ)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

ａ．監査役は、当社取締役会他の重要な会議に出席することのほか、必要に応じて業務執行に関する関係資料の

閲覧、提出を当社及び子会社の取締役、使用人にいつでも求めることができることとしております。 

ｂ．当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令・定款に違反するおそれがあるとき及び会社に著しい信用失墜

や損害を及ぼすおそれがあるときは、監査役に遅滞なく報告することとしております。 

ｃ．当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役が事業及び業務の報告を求めた場合、迅速かつ適切に対応す

ることとしております。 

 

(ⅶ)上記(ⅵ)の報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

監査役への情報提供を理由とした当該報告者に対する不利益な処遇は一切行わないこととしております。 
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(ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

ａ．取締役、執行役員及び使用人は、監査役会規程及び監査役会規程細則に基づく監査役の監査が、実効的に行

われるよう協力しております。 

ｂ．監査役は、会計監査人、総合監査部及び子会社の監査役との連携を保ち、監査の有効性を高めております。 

ｃ．監査役がその職務の執行について当社に対し費用の前払等を請求した場合は、速やかに当該費用または債務

を精算することとしております。 

 

(ⅸ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用

人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

監査役または監査役会より職務補助者設置の要望があった場合は、職務補助者の選任を行うこととしておりま

す。また当該補助者は監査役の指揮命令下に従うものとし、取締役からの指揮は受けないものとしております。 

 

(ⅹ)財務報告の信頼性を確保するための体制 

ａ．財務報告に係る内部統制として、関連する規程類の整備及び適正な運用を徹底し、信頼性のある財務報告を

作成しております。 

ｂ．総合監査部は、財務報告に係る内部統制監査を実施し、内部統制の不備等の検出と各部門の是正を通じ、財

務報告の信頼性を高めております。 

 

・反社会的勢力排除について 

(ⅰ)基本的な考え方 

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するこ

とに全社を挙げて取り組んでおります。 

 

(ⅱ)反社会的勢力排除に向けた整備状況 

ａ．総括部署を経営管理本部総務部としております。 

ｂ．本社では全国暴力追放運動推進センター、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会や神田地区特殊

暴力防止対策協議会、各支店においても地区の協議会などの外部団体と連携し、相談や情報収集を行い、反

社会的勢力排除に取り組んでおります。 

ｃ．コンプライアンスマニュアルに反社会的勢力に対する具体的な行動指針を定めており、定期的に研修を実施

することにより周知徹底を図っております。 

ｄ．反社会的勢力との取引を根絶するため、当社が取引業者との契約に使用する契約約款に、暴力団排除条項を

明記しております。 

 

・リスク管理体制の整備の状況 

全般的なリスク管理に関する規程を定め、会社の経営に関してその信用を毀損したり、物的及び人的財産に損

失または損害を与えるリスクの管理及びリスク発生時に的確に対応できる体制を整備しております。 

不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、的確な対応を行うことにより、その

影響を最小限に止める体制を整備しております。 

 

・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

(ⅰ)取締役会で決議された「内部統制システムの基本方針」を継続的に取り組むべき基本方針と捉え、適宜内容

の見直しを図るとともに、当社及び子会社へ周知徹底しております。 

(ⅱ)「リスクマネジメント委員会」を年２回開催し、コンプライアンス及びリスクに関する課題の検討、実施を

行い、その内容は取締役会へ定期的な報告を行っております。 

(ⅲ)総合監査部は監査計画に基づき本社のほか、当社支店、営業所14箇所及び子会社４社への業務監査を行い、

監査結果は取締役会へ定期的な報告を行っております。 

 

・責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役及び社外監査役各氏との間では、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を各々締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定

める最低責任限度額としております。 

 

・取締役の定数

取締役は15名以内とする旨定款に定めております。 
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・取締役の選任及び解任の決議条件 

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

 

・取締役会で決議できる株主総会決議事項 

（ⅰ）自己の株式の取得要件 

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が遂行できるよう、会社法第165条第２項の規定により取締役

会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。 

（ⅱ）取締役及び監査役の責任免除 

取締役及び監査役が職務執行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るよう、取締

役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の会社法第

423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令で定める

最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。 

 

・株主総会の特別決議要件 

株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第309条第２項の規定によるべき決議は、議決権を行使することが

できる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行う旨定款に定め

ております。 
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（２）【役員の状況】

① 役員一覧 

男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
（株） 

代表取締役 
社長 

(執行役員社長) 
武澤 恭司 1951年８月８日生 

 
1975年４月 当社入社 

2003年４月 関東建築支店長 

2006年６月 執行役員 

2008年６月 取締役建築本部副本部長 

2010年４月 

2014年４月 

常務執行役員建築事業本部長 

代表取締役社長執行役員社長（現任） 
 

(注) 

４ 
63,600 

取締役 
(執行役員副社長) 
建築事業本部管掌 

 

川述 正和 1954年11月１日生 

 
2007年３月 前田建設工業株式会社横浜支店建築部長 

2008年６月 

2012年４月 

同社執行役員関東支店長 

同社常務執行役員東京建築支店長 

2013年６月 同社取締役常務執行役員東京建築支店長 

2016年４月 
 
2016年６月 

当社顧問 
兼前田建設工業株式会社取締役 
取締役 
執行役員副社長建築事業本部管掌（現任） 

 

(注) 

４ 
13,200 

代表取締役 
(専務執行役員) 
経営管理本部長 
兼ＣＳＲ担当 

藪下 貴弘 1958年１月21日生 

 
1982年４月 当社入社 

2001年４月 東京支店購買部長 

2002年３月 株式会社オリエント・エコロジー 

代表取締役社長（出向） 

2010年４月 土木事業本部営業第二部部長 

2014年４月 

2016年４月 

執行役員土木事業本部営業第二部長 

常務執行役員 土木事業本部 

民間営業統括部長兼営業第二部長 

2018年４月 

 

2018年６月 

2021年４月 

 
2021年６月 

常務執行役員 

経営管理本部長兼ＣＳＲ担当 

取締役 

専務執行役員 

経営管理本部長兼ＣＳＲ担当（現任） 

代表取締役（現任） 
 

(注) 

４ 
30,100 

取締役 
(専務執行役員) 
建築事業本部長 

兼安全環境部管掌 

平田 浩美 1957年３月11日生 

 
1979年４月 当社入社 

2006年４月 建築本部建築部長 

2011年４月 執行役員大阪本店建築事業統括 

2013年１月 

2014年４月 

2014年６月 

2016年４月 

2018年４月 

執行役員建築事業本部副本部長兼建築部長 

常務執行役員建築事業本部長 

取締役（現任） 

専務執行役員建築事業本部長 

専務執行役員建築事業本部長 
兼安全環境部管掌（現任） 

 

(注) 

４ 
37,600 

取締役 
(専務執行役員) 
土木事業本部長 

兼安全環境部管掌 

大林 東壽 1959年８月21日生 

 
1982年４月 当社入社 

2005年４月 九州支店土木部長 

2011年４月 関東支店土木部長 

2015年４月 土木事業本部土木部長 

2016年４月 執行役員土木事業本部土木部長 

2017年８月 執行役員国際支店副支店長兼工事部長 

2019年４月 常務執行役員土木事業本部長 

兼安全環境部管掌 

2019年６月 

2021年４月 

取締役（現任） 

専務執行役員土木事業本部長 

兼安全環境部管掌（現任） 
 

(注) 

４ 
23,100 
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有 

株式数 
（株） 

取締役 
福田 善夫 

（注）１，３ 
1953年３月１日生 

 
2007年５月 帝人株式会社帝人グループ執行役員 

ピー・ティ・テイジン・インドネシア・ 
ファイバー・コーポレーション・ 
ティービーケー取締役社長 

2010年６月 同社取締役執行役員経営企画部門長 

2011年６月 同社取締役常務執行役員 

兼テイジン・デュポン・フィルムズ会長 

2012年４月 同社電子材料・化成品事業グループ長 

兼樹脂事業本部長 

兼帝人化成株式会社代表取締役社長 

2013年６月 同社取締役専務執行役員 

電子材料・化成品事業グループ長 

2015年４月 同社取締役顧問 

2015年６月 同社顧問 

2016年６月 当社取締役（現任） 

2017年６月 一般社団法人日本インドネシア協会監事

（現任） 

 

 
2020年６月 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システ

ムズ社外監査役 

株式会社ハーモニック・ドライブ・システ

ムズ社外取締役（現任） 
 

(注) 

４ 
5,900 

取締役 
吉田 豊

（注）１，３ 
1953年10月28日生 

 
2001年７月 石川島播磨重工業株式会社 

財務部スタッフグループ 

兼国際金融グループ部長 

2003年７月 同社再開発プロジェクト室長 

2009年４月 株式会社ＩＨＩ執行役員経営企画部長 

2013年６月 ＩＨＩ運搬機械株式会社代表取締役社長 

2017年６月 

2018年６月 

同社顧問 

当社取締役（現任） 
 

(注) 

４ 
3,600 

常勤監査役 乙成 哲 1963年11月27日生 

 
1986年４月 当社入社 

2006年11月 

2014年６月 

2021年６月 

管理本部人事部 人事課長 

経営管理本部経理部長 

常勤監査役（現任） 
 

(注) 

５ 
6,454 

常勤監査役 
福田 二郎

（注）２，３ 
1958年５月26日生 

 
2002年１月 株式会社ＵＦＪ銀行企業部調査役 

2004年１月 同行原宿法人営業部法人部長 

2005年５月 同行総務部部長 

2006年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行総務部副部長 

2009年５月 同行公共法人部長 

2011年６月 東洋ビルメンテナンス株式会社 

代表取締役社長 

2018年４月 三信株式会社常勤監査役 

2018年６月 東洋ビルメンテナンス株式会社 

取締役顧問 

2019年６月 当社常勤監査役（現任） 
 

（注） 

６ 
1,300 

常勤監査役 
染河 清剛 

（注）２，３ 
1956年２月16日生 

 
2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 

国際企画部付参事役 

（ドイツみずほコーポレート銀行社長） 

2005年４月 同行資産監査部長 

2006年３月 同行コンプライアンス統括部長 

2008年４月 みずほ証券株式会社執行役員 

リスク管理・財務グループ長 

2010年６月 同社常勤監査役 

2012年６月 

 

2013年３月 

みずほ不動産調査サービス株式会社 

取締役社長 

株式会社格付投資情報センター 

常務執行役員 

2018年６月 当社常勤監査役（現任） 
 

(注) 

７ 
3,600 

  計 188,454 
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 （注）１．取締役福田善夫、吉田豊は社外取締役であります。 

２．常勤監査役福田二郎、染河清剛は社外監査役であります。 

３．取締役福田善夫、吉田豊、常勤監査役福田二郎、染河清剛は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役

員であります。 

４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。 

５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間（辞任監査役の補欠につき、前任者の任期満了ま

でとなります）。 

６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

７．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

８．当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2021年６月25日現在における

執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。（※は取締役兼務者を表しています） 

役職 氏名 担当 

※ 執行役員社長 武 澤 恭 司  

※ 執行役員副社長 川 述 正 和 建築事業本部管掌 

※ 専務執行役員 藪 下 貴 弘 経営管理本部長兼ＣＳＲ担当 

※ 専務執行役員 平 田 浩 美 建築事業本部長兼安全環境部管掌 

※ 専務執行役員 大 林 東 壽 土木事業本部長兼安全環境部管掌 

専務執行役員 田 邊 俊 郎 土木技術担当 

常務執行役員 河 瀬 伸 幸 大阪本店長 

常務執行役員 郡司島   尚 経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長 

常務執行役員 井 上   修 日下部建設株式会社代表取締役社長 

常務執行役員 本 杉 成 美 土木事業本部副本部長兼洋上風力部管掌 

常務執行役員 井 上 卓 郎 土木事業本部副本部長（海外担当） 

執行役員 大 柳 聖 一 建築事業本部副本部長 

執行役員 藤 原 隆 一 土木事業本部総合技術研究所長 

執行役員 吉 塚   宏 四国支店長 

執行役員 伊 藤 史 朗 北陸支店長 

執行役員 安 井 祐 輝 九州支店長 

執行役員 鳥 居 秀 哉 建築事業本部営業推進部長 

執行役員 嶋 本   孝 名古屋支店長 

執行役員 中 村 龍 由 関東支店長 

執行役員 小 倉 勝 利 土木事業本部土木技術部長 

執行役員 瀨 谷 光 俊 大阪本店副本店長兼建築事業統括 

執行役員 古 市 正 彦 建築事業本部設計部長 

執行役員 藤 井 広 記 中国支店長 

執行役員 舘 下   章 東北支店長 

執行役員 相 川 秀 一 国際支店長 

執行役員 後 藤 孝 之 関東建築支店長 

執行役員 佐 藤   護 経営管理本部副本部長兼総務部長兼秘書部長 
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② 社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であり、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しており

ますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 当社は、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、社外取締役及び社外監査役の活用に努め、そ

の候補者は当社が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」に基づき選定しております。また、当社は社外取締

役２名及び社外監査役２名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

〔東洋建設 社外役員独立性基準〕

社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、次の１から10のいずれにも該当しない者をもって「独立社外役

員」と判断する。

１．現在または過去において、当社及びグループ各社の業務執行者であった者

２．当社株式の総議決権数の10％以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者

３．当社及びグループ各社が総議決権数の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する会社の業務執行者

４．過去３事業年度のいずれかにおいて、当社グループ及び候補者の所属する会社双方いずれかの連結売上高

２％以上を占める取引先の業務執行者 

５．直近の事業報告において、主要な借入先である金融機関の業務執行者

６．上記２から５について、過去３年間において該当していた者

７．当社の会計監査人である監査法人に属する者

８．当社及びグループ会社から、過去３年間の平均において500万円以上の報酬を受領している弁護士、会計

士、コンサルタント等の専門家（報酬を得ている者が法人等である場合には、これに所属する者）

９．当社及びグループ各社から、過去３年間の平均において1,000万円以上の寄付を受けた大学や団体等に所属

する者

10．上記１から９に該当する者の配偶者または二親等内の親族

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係 

社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役

とも必要に応じて意見交換を行っております。

社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役

との意見交換、取締役等へのヒアリング、総合監査部との意見交換、会計監査人へのヒアリングなどを行ってお

ります。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交

換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。
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（３）【監査の状況】

①監査役監査の状況 

 当社における監査役監査は、提出日現在、常勤監査役３名（内、社内監査役１名、社外監査役２名）で構成さ

れた監査役会を中心に活動しており、新型コロナウイルス感染症対策のため、インターネット等を経由した手段

も活用しながら、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ各社への往査等を通じて、取締役

の職務の執行を監査しております。 

 

月１回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しており、2021年３月期における個々の監査

役の出席状況については次のとおりであります。 

氏名 常勤・非常勤 社内・社外 開催回数 出席回数 出席率(％)

赤﨑 兼仁 常勤 社内 17 17 100

福田 二郎 常勤 社外 17 17 100

染河 清剛 常勤 社外 17 17 100

牧瀬 充典 非常勤 社外 ５ ５ 100

（注）１．常勤監査役赤﨑兼仁は、2021年６月25日開催の第99回定時株主総会終結の時をもって辞任し、新たに

第99回定時株主総会において常勤監査役乙成哲が選任されております。

２．非常勤監査役牧瀬充典は、2020年６月26日開催の第98回定時株主総会終結の時をもって期間満了とな

りましたので、開催回数及び出席回数は在任中のものであります。 

３．社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。 

４．社外監査役は、東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。

社外監査役は、数社において経営者としての実績を有しており、これらの経歴を背景として当社の経営に有益

な助言を行うとともに、独立した立場で監査機能を発揮し、それぞれの職務を適切に遂行しております。 

また、常勤監査役赤﨑兼仁及び新たに選任された常勤監査役乙成哲は、当社の経理部に長年在籍し、決算手続

き並びに財務諸表の作成、税務申告業務等に従事するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。 

監査役会における主な検討事項は、グループ内部統制システム（財務報告に係る内部統制を含む）の検証、事

業計画の進捗状況、会計監査人の監査の相当性評価、働き方改革の進捗状況、ＩＴシステム改革の進捗状況、競

業取引・利益相反取引等であります。 

常勤監査役の主な活動は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、

代表取締役、経営管理本部長、土木事業本部長及び建築事業本部長との意見交換、総合監査部との意見交換、会

計監査人へのヒアリング、社外取締役との連携、グループ監査役連絡会への参加、不定期な執行部門からの意見

聴取、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。 

 

②内部監査の状況 

 当社における内部監査は、代表取締役社長の直属である７名体制の総合監査部が担っており、当社及びグルー

プ各社に対し、直接の往査のほか、インターネット等を使用し、随時必要な業務監査と内部統制監査を実施して

おります。 

総合監査部における監査に基づく内部統制の評価は取締役会に報告されております。 

 また、監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的な会合のほか、随時意見交換を行う

とともに、ＥＹ新日本有限責任監査法人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っておりま

す。 

 

③会計監査の状況 

a. 監査法人の名称

ＥＹ新日本有限責任監査法人 

b. 継続監査期間 

19年間 

c. 業務を執行した公認会計士 

齋藤 祐暢（業務執行社員 継続監査期間３年間） 

長崎 将彦（業務執行社員 継続監査期間２年間） 
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d. 監査業務に係る補助者の構成 

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士４名、その他13名であります。

e. 監査法人の選定方針と理由

監査公認会計士等の選定（会計監査人の再任）に当たっては、当社の監査役会において定めている「会計監

査人の選任又は解任若しくは不再任の決定の方針」に基づき、協議しております。

(注)「会計監査人の選任又は解任若しくは不再任の決定の方針」

１．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等は、解任又は不再任の検討を行い、その

必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法又は公認会計士法等の法令に違反・抵触したと認められる

場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任の検討を行い、解任が妥当であると判断した場合は、

会計監査人を解任いたします。

２．会計監査人の選任の決定の方針

監査役会は、新たな会計監査人の選任が必要な場合は、取締役及び社内関係部署と協議して候補者

を選任し、当該選任候補者を評価基準に照らして評価を行い、当社の会計監査人として相応であると

の充分な確証を得られたときは、当該選任候補者を会計監査人の候補者とする議案を決定いたしま

す。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価 

監査役会は監査法人と監査計画説明、四半期レビュー結果報告、期末監査結果報告などの会合を定期的に持

ち、意見交換を行うほか、本社及び支店等の会計監査（ＴＶ会議によるものを含む）に立ち会うなど、年間を

通して監査の遂行状況を把握してまいりました。 

期末には会計監査人の再任協議のため、監査法人から当社に対する監査方針等のヒアリングを行い、意見交

換を行うとともに、当社の監査チームが新型コロナウイルス感染症の拡大に対応して、監査の有効性を損なわ

ないような対策を適切に講じたかを確認いたしました。 

また、当社の経理部門からは監査法人の監査品質の状況等について意見聴取を行いました。 

更に「会計監査人の選任又は解任若しくは不再任の決定の方針」で定める評価基準に基づく評価シート（①

監査品質並びに品質管理、②独立性及び職業倫理、③職業的専門性、④監査実施の有効性及び効率性、⑤監査

報酬、⑥当社とのコミュニケーションで構成）を用いた評価を行いました。 

その結果、監査法人は適切なチーム編成のもと、独立性を保ちながら当社経営者及び監査役会とのコミュニ

ケーションをよく取りつつ、ＴＶ会議等も用いて当社の本支店や国内外子会社等の監査を行っており、監査品

質に問題は生じていないほか、評価シートの結果も全般的に良好であったことから、会計監査人として再任を

決定いたしました。 

 

④監査報酬の内容等 

a. 監査公認会計士等に対する報酬 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく報
酬（百万円） 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく報
酬（百万円） 

提出会社 52 0 53 0 

連結子会社 － － － － 

計 52 0 53 0 

当社における非監査業務の内容は、海外における税務申告のための証明書発行業務に係る手続を監査公認会計

士等に対し委託しております。 
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ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワーク（Ernst&Young）に属する組織に対する報酬（ａ.を除く） 

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく報
酬（百万円） 

監査証明業務に基づく
報酬（百万円） 

非監査業務に基づく報
酬（百万円） 

提出会社 1 － 2 － 

連結子会社 3 － 3 0 

計 5 － 6 0 
 
 連結子会社における非監査業務の内容は、海外における税務申告のための助言に対する報酬であります。

 

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容 

該当事項はありません。 

 

d. 監査報酬の決定方針 

監査日数等を勘案した上で決定しております。

 

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をし

た理由は、会計監査人の監査計画の内容と監査時間等に基づく報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかについ

て必要な検討を行った結果、新収益認識基準及びＫＡＭ（監査上の主要な検討事項）候補の検討を含む監査時間

等に対する報酬額は妥当であり、会計監査人が独立性を発揮しつつ、監査品質を保つに十分な監査を行い得る金

額であると判断したものです。 
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（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項 

 当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、当該決議に際し

てはあらかじめ決議する内容について代表取締役２名及び社外取締役１名から構成される役員指名・報酬委員

会へ諮問し、答申を受けております。 

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、役員指名・報酬委員会が当該決定方針に沿うものであ

るか否かも含めて審議しており、取締役会は役員指名・報酬委員会の答申を尊重し、当該決定方針に沿うもの

であると判断しております。 

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。 

ａ．取締役の報酬の構成及び割合に関する方針 

 取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬等の３つから構成されており、報酬等の支給割合

の決定にあたっては、取締役に対する持続的な企業価値向上への適切な動機付け、株主との価値共有並び

に優秀な経営人材の獲得及び確保に資することを目的とし、会社業績向上のためのインセンティブ付与、

短期的な業績向上のみに偏重した不適切なリスクテイクの防止、中長期的視点での経営実現の各要素のバ

ランスを確保しております。 

ｂ．基本報酬に関する方針 

 基本報酬は固定報酬であり、その水準は社長を100とし、役位（執行役員兼務者はその役位）に応じて定

められる役位別指数に基づき決定しております。 

ｃ．業績連動報酬に関する方針 

 業績連動報酬は、すべての役員及び社員の事業活動の成果が反映される連結営業利益などの企業業績の

ほか、当該取締役の業務における責任と成果が反映される部門業績及び個人業績を指標としており、それ

ぞれ年度計画に定める目標の達成度及び寄与度により決定しております。 

ｄ．非金銭報酬等に関する方針 

 非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬であり、特に中長期的な業績の向上への貢献意識をより高めるこ

とを目的に、評価対象期間の毎年の連結営業利益、工事安全成績等を指標とした業績評価ポイントにより

決定しております。 

ｅ．報酬等の付与時期や条件に関する方針 

 取締役の基本報酬及び業績連動報酬は月額で付与し、報酬限度額は月額33百万円以内（うち社外取締役

分月額３百万円以内）としております。また、非金銭報酬等は拠出金上限を最大４事業年度454百万円とし

て信託を設定し、本信託により最大960千株を取得のうえ業績評価ポイントに応じて、評価対象期間終了後

に普通株式を交付します。 

ｆ．上記のほか報酬等の決定に関する事項 

 非金銭報酬等は、法令または当社規程の違反があった場合、若しくは任務懈怠、当社の品位を害する不

適切な言動その他の事由を理由として制度対象者としての適切さを欠くと判断された場合は交付を中止し

ます。 

 また、監査役の報酬等の内容の決定にあたっては、監査役の協議結果により決定しており、その報酬は基本

報酬のみとし、報酬限度額は月額６百万円以内としております。 

 

②業績連動報酬に係る指標（連結営業利益）の推移

                              （単位  億円）

区 分 
第98期 

(2017年度) 

第99期 

(2018年度) 

第100期 

(2019年度) 

第101期 

(2020年度) 

計画 75 81 88 81 

実績 108 78 92 142 
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③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

区 分 
報酬等の額 

(百万円) 

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる 

役員の員数 

(人) 基本報酬 
業績連動 

報酬 
非金銭報酬等 

取締役 230 187 28 15 9 

（うち社外取締役） (21) (21) (－) (－) (2) 

監査役 43 43 － － 4 

（うち社外監査役） (28) (28) (－) (－) (3) 

合 計 274 231 28 15 13 

（うち社外役員） (50) (50) (－) (－) (5) 

 

（注）１．員数及び金額には、2020年６月26日開催の第98回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役１

名を含んでおります。 

２．業績連動報酬の業績指標及び当該指標を選定した理由は「①役員の報酬等の額またはその算定方法の決

定に関する方針に係る事項」に記載のとおりです。当事業年度を含む連結営業利益の推移は「②業績連

動報酬に係る指標（連結営業利益）の推移」のとおりです。

３．非金銭報酬等の内容は「①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記

載のとおりです。 

４．取締役の報酬限度額は、2020年６月26日開催の第98回定時株主総会において、月額33百万円以内（うち

社外取締役分月額３百万円以内）とする旨の承認をいただいております。なお、決議時における取締役

の員数は９名（うち社外取締役は２名）でありました。また、月額報酬とは別枠で取締役に対する非金

銭報酬等として、2020年６月26日開催の第98回定時株主総会において、４事業年度（2020年３月31日で

終了する事業年度から2023年３月31日で終了する事業年度まで）における業績評価対象期間に対し454百

万円を上限として信託を設定し、本信託により最大960千株を取得のうえで業績評価ポイントに応じて取

締役（社外取締役を除く）及び執行役員に交付する旨の承認をいただいております。なお、決議時にお

ける本制度の対象となる取締役の員数は７名であり、その他に取締役を兼務しない執行役員18名も含ま

れておりました。 

５．監査役の報酬限度額は、1998年６月26日開催の第76回定時株主総会において、月額６百万円以内とする

旨の承認をいただいております。なお、決議時における監査役の員数は４名でありました。 
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（５）【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方 

当社は、投資株式を「純投資目的株式（専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受ける

ことを目的とする株式）」及び「純投資目的以外の株式（いわゆる政策保有株式）」として区分しておりま

す。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式 

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容 

当社は、純投資目的以外の株式（いわゆる政策保有株式）については、必要最低限の保有に努め、取引関係

の強化、ひいては当社事業の発展に資すると判断する限り保有しますが、毎年見直しを行い、保有する意義の

乏しい銘柄については、適宜株価や市場動向を見て売却することとしております。 

この結果、当事業年度末における純投資目的以外の株式の銘柄数は33（うち上場株式銘柄数４）、貸借対照

表計上額の合計額は、前事業年度末比で35百万円減少し、1,499百万円となりました。 

取締役会において、各銘柄別に株価や受取配当金による投資収益性、当社連結総資産に占める割合及び事業

年度における取引状況等により総合的な検証を行い、継続保有する旨を決議しております。 

 

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数 

（銘柄） 
貸借対照表計上額の 
合計額（百万円） 

非上場株式 29 1,043 

非上場株式以外の株式 4 455 

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の増加に係る取得 
価額の合計額（百万円） 

株式数の増加の理由 

非上場株式 － － － 

非上場株式以外の株式 － － － 

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数 

（銘柄） 
株式数の減少に係る売却 
価額の合計額（百万円） 

非上場株式 3 7 

非上場株式以外の株式 － － 
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報 

  特定投資株式 

銘柄 

当事業年度 前事業年度 

保有目的、定量的な保有効果 
及び株式数が増加した理由 

当社の株式の 
保有の有無 

株式数（株） 株式数（株） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

貸借対照表計上額 
（百万円） 

㈱三菱ＵＦＪフィナ

ンシャル・グループ 

268,700 268,700 事業活動の円滑な推進及び取引関係の維

持・強化等 
有 

158 108 

大末建設㈱ 
152,900 152,900 事業活動の円滑な推進及び取引関係の維

持・強化等 
有 

145 116 

月島機械㈱ 
100,000 100,000 事業活動の円滑な推進及び取引関係の維

持・強化等 
有 

128 135 

㈱百十四銀行 
13,500 13,500 事業活動の円滑な推進及び取引関係の維

持・強化等 
有 

22 26 

（注）当社が保有する純投資目的以外の投資株式（上場株式）は上記４銘柄であります。 

 

  みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式 

区分 

当事業年度 前事業年度 

銘柄数 
（銘柄） 

貸借対照表計上額の 
合計額（百万円） 

銘柄数 
（銘柄） 

貸借対照表計上額の 
合計額（百万円） 

非上場株式 － － － － 

非上場株式以外の株式 5 484 5 474 

 

区分 

当事業年度 

受取配当金の 
合計額（百万円） 

売却損益の 
合計額（百万円） 

評価損益の 
合計額（百万円） 

非上場株式 － － － 

非上場株式以外の株式 5 － 345 
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じ

て記載しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という）第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14

号）により作成しております。

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2020年４月１日から2021年３月31

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表について、ＥＹ新日

本有限責任監査法人による監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みについて 

 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。具体的には、会計基準等

の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公

益財団法人財務会計基準機構へ加入し、研修に参加しております。 
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
 

    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当連結会計年度 
(2021年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金預金 26,369 16,770 

受取手形・完成工事未収入金等 49,989 70,177 

未成工事支出金 ※４ 5,079 ※４ 2,763 

立替金 2,485 5,757 

ＪＶ工事未収入金 7,807 10,296 

その他 ※１ 2,710 ※１ 3,265 

貸倒引当金 △12 △12 

流動資産合計 94,428 109,018 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 ※１ 14,221 ※１ 13,331 

機械、運搬具及び工具器具備品 ※１ 25,470 ※１ 25,611 

土地 ※１ 22,259 ※１ 21,592 

建設仮勘定 32 99 

減価償却累計額 △27,995 △28,300 

有形固定資産合計 33,988 32,334 

無形固定資産 287 515 

投資その他の資産    

投資有価証券 ※１,※２ 2,491 ※１,※２ 2,561 

繰延税金資産 2,935 2,971 

退職給付に係る資産 106 190 

その他 1,409 1,474 

貸倒引当金 △131 △114 

投資その他の資産合計 6,811 7,084 

固定資産合計 41,087 39,934 

資産合計 135,516 148,953 
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    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(2020年３月31日) 
当連結会計年度 
(2021年３月31日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形・工事未払金等 33,535 32,226 

短期借入金 ※１ 8,200 ※１ 7,841 

未払法人税等 1,878 3,275 

未成工事受入金 8,851 13,126 

預り金 2,343 2,754 

未払消費税等 8,107 9,150 

完成工事補償引当金 376 445 

工事損失引当金 126 147 

賞与引当金 997 1,011 

その他 1,308 1,554 

流動負債合計 65,723 71,532 

固定負債    

長期借入金 ※１ 2,951 ※１ 2,752 

繰延税金負債 64 127 

再評価に係る繰延税金負債 2,211 2,207 

その他の引当金 55 85 

退職給付に係る負債 6,637 5,807 

その他 542 564 

固定負債合計 12,463 11,544 

負債合計 78,187 83,077 

純資産の部    

株主資本    

資本金 14,049 14,049 

資本剰余金 6,057 6,057 

利益剰余金 34,007 41,419 

自己株式 △147 △178 

株主資本合計 53,966 61,348 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 398 538 

繰延ヘッジ損益 3 － 

土地再評価差額金 ※５ 2,722 ※５ 3,071 

為替換算調整勘定 △22 △19 

退職給付に係る調整累計額 △1,116 △670 

その他の包括利益累計額合計 1,985 2,920 

非支配株主持分 1,377 1,606 

純資産合計 57,329 65,875 

負債純資産合計 135,516 148,953 
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】
 

    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

売上高    

完成工事高 174,166 172,173 

兼業事業売上高 638 802 

売上高合計 174,805 172,976 

売上原価    

完成工事原価 ※１,※３ 156,479 ※１,※３ 149,423 

兼業事業売上原価 220 326 

売上原価合計 156,699 149,750 

売上総利益    

完成工事総利益 17,687 22,749 

兼業事業総利益 417 476 

売上総利益合計 18,105 23,225 

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 8,836 ※２,※３ 8,966 

営業利益 9,268 14,259 

営業外収益    

受取利息 58 83 

受取配当金 40 90 

為替差益 － 82 

その他 51 100 

営業外収益合計 150 357 

営業外費用    

支払利息 145 140 

コミットメントフィー 26 272 

その他 78 100 

営業外費用合計 250 513 

経常利益 9,168 14,103 

特別利益    

固定資産売却益 ※４ 93 ※４ 45 

投資有価証券売却益 28 5 

その他 4 － 

特別利益合計 126 51 

特別損失    

固定資産売却損 ※５ 4 ※５ 1 

固定資産除却損 ※６ 159 ※６ 30 

投資有価証券売却損 － 107 

減損損失 ※７ 230 ※７ 521 

関係会社株式評価損 10 － 

その他 96 5 

特別損失合計 501 665 

税金等調整前当期純利益 8,793 13,489 

法人税、住民税及び事業税 3,033 4,372 

法人税等調整額 △194 △241 

法人税等合計 2,839 4,130 

当期純利益 5,954 9,358 

非支配株主に帰属する当期純利益 187 182 

親会社株主に帰属する当期純利益 5,766 9,176 
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【連結包括利益計算書】
 

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

当期純利益 5,954 9,358 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △298 147 

繰延ヘッジ損益 6 △3 

為替換算調整勘定 21 6 

退職給付に係る調整額 △48 481 

その他の包括利益合計 △318 632 

包括利益 5,635 9,991 

（内訳）    

親会社株主に係る包括利益 5,420 9,761 

非支配株主に係る包括利益 215 229 
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

        (単位：百万円) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 14,049 6,057 29,363 △148 49,321 

当期変動額          

剰余金の配当     △1,131   △1,131 

親会社株主に帰属する当期
純利益     5,766   5,766 

土地再評価差額金の取崩     9   9 

自己株式の取得       △72 △72 

自己株式の処分       73 73 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）          

当期変動額合計 － － 4,644 0 4,645 

当期末残高 14,049 6,057 34,007 △147 53,966 

 

                 

  その他の包括利益累計額 

非支配株主
持分 純資産合計 

 
その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算調
整勘定 

退職給付に係
る調整累計額 

その他の包
括利益累計
額合計 

当期首残高 688 △3 2,732 △30 △1,044 2,341 1,304 52,966 

当期変動額                

剰余金の配当               △1,131 

親会社株主に帰属する当期
純利益               5,766 

土地再評価差額金の取崩               9 

自己株式の取得               △72 

自己株式の処分               73 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 

△290 6 △9 8 △71 △355 73 △282 

当期変動額合計 △290 6 △9 8 △71 △355 73 4,362 

当期末残高 398 3 2,722 △22 △1,116 1,985 1,377 57,329 

 

- 50 -



当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

        (単位：百万円) 

  株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 14,049 6,057 34,007 △147 53,966 

当期変動額          

剰余金の配当     △1,414   △1,414 

親会社株主に帰属する当期
純利益     9,176   9,176 

土地再評価差額金の取崩     △349   △349 

自己株式の取得       △32 △32 

自己株式の処分       1 1 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）          

当期変動額合計 － － 7,412 △30 7,381 

当期末残高 14,049 6,057 41,419 △178 61,348 

 

                 

  その他の包括利益累計額 

非支配株主
持分 

純資産合計 
 

その他有価
証券評価差
額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

為替換算調
整勘定 

退職給付に係
る調整累計額 

その他の包
括利益累計
額合計 

当期首残高 398 3 2,722 △22 △1,116 1,985 1,377 57,329 

当期変動額                

剰余金の配当               △1,414 

親会社株主に帰属する当期
純利益               9,176 

土地再評価差額金の取崩               △349 

自己株式の取得               △32 

自己株式の処分               1 

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額） 140 △3 349 2 445 934 229 1,164 

当期変動額合計 140 △3 349 2 445 934 229 8,546 

当期末残高 538 － 3,071 △19 △670 2,920 1,606 65,875 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
 

    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益 8,793 13,489 

減価償却費 1,911 1,727 

減損損失 230 521 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16 △18 

工事損失引当金の増減額（△は減少） 123 20 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 14 △222 

受取利息及び受取配当金 △99 △174 

支払利息 145 140 

投資有価証券売却損益（△は益） △28 101 

有形固定資産売却損益（△は益） △88 △44 

有形固定資産除却損 159 30 

売上債権の増減額（△は増加） 3,907 △20,183 

未成工事支出金の増減額（△は増加） △537 2,316 

販売用不動産の増減額（△は増加） － 72 

未収入金の増減額（△は増加） 410 345 

ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） △4,217 △2,489 

立替金の増減額（△は増加） 52 △3,272 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,412 △1,314 

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,655 4,274 

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,284 1,043 

預り金の増減額（△は減少） △1,085 413 

その他 △191 △282 

小計 1,733 △3,505 

利息及び配当金の受取額 100 174 

利息の支払額 △139 △140 

法人税等の支払額 △1,962 △3,077 

営業活動によるキャッシュ・フロー △269 △6,548 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △188 △100 

定期預金の払戻による収入 100 188 

有価証券の取得による支出 △10 △65 

有価証券の売却及び償還による収入 33 10 

有形固定資産の取得による支出 △3,062 △877 

有形固定資産の売却による収入 166 86 

無形固定資産の取得による支出 △160 △204 

投資有価証券の取得による支出 △4 △2 

投資有価証券の売却による収入 137 31 

貸付けによる支出 △5 △40 

貸付金の回収による収入 25 14 

その他 1 △2 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,966 △961 
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    (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（△は減少） 100 △300 

長期借入れによる収入 1,200 1,682 

長期借入金の返済による支出 △2,543 △1,940 

リース債務の返済による支出 △87 △92 

配当金の支払額 △1,131 △1,414 

非支配株主への配当金の支払額 △129 － 

自己株式の売却による収入 33 0 

自己株式の取得による支出 △72 △32 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,632 △2,095 

現金及び現金同等物に係る換算差額 9 94 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,859 △9,510 

現金及び現金同等物の期首残高 32,040 26,181 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 26,181 ※ 16,670 
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数  8社

 主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４．関係会社の状況」に記載しているため、省略してお

ります。

(2）主要な非連結子会社の状況 

 主要な非連結子会社の名称

㈱オリエント・エコロジー 

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め、連結の範囲から除外しております。

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の非連結子会社の数  0社 

(2）持分法を適用していない非連結子会社の状況

主要な会社等の名称

㈱オリエント・エコロジー 

（持分法を適用していない理由）

持分法を適用していない非連結子会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用

から除外しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりです。

会社名 決算日

CCT CONSTRUCTORS CORPORATION 12月31日

 決算日の差異が３ケ月を超えていないため、本連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を

使用しております。なお、連結決算日との差異期間における重要な取引については、連結上必要な調整を行

っております。

 

４．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

②その他有価証券

時価のあるもの

  決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

時価のないもの

  移動平均法による原価法

ロ デリバティブ

時価法

ハ たな卸資産

①未成工事支出金

個別法による原価法

②流動資産・その他（販売用不動産）

個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

③流動資産・その他（材料貯蔵品）

先入先出法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算

定）
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(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

イ  有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）を採用しております。在外連結子会社は定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物・構築物が15～50年、機械、運搬具及び工具器具備品が６～20年です。

ロ  無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。

ハ  リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

  自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3）重要な引当金の計上基準

イ  貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ  完成工事補償引当金

完成工事に係る契約不適合の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補

償額及び特定工事における将来の補償費用を計上しております。

ハ  工事損失引当金

当連結会計年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積

もることができる工事について、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

ニ  賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

ホ  役員退職慰労引当金

国内連結子会社は、取締役、監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。

ヘ  株式報酬引当金

役員報酬ＢＩＰ信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、取締役等に割り当

てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。

(4）重要な収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基

準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を

適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。 

なお、工事進行基準による完成工事高は、161,373百万円です。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

イ ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の条件を充たしてい

る場合には特例処理を採用しております。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段

 金利スワップ取引及び為替予約取引

ヘッジの対象

 借入金、外貨建予定取引及び工事未払金

ハ ヘッジの方針

当社の規程である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジし

ております。 
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ニ ヘッジ有効性評価方法 

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシ

ュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較し、両者の変動額を基礎として判断しております。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

(6）外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に

含めて計上しております。 

(7）退職給付に係る会計処理の方法 

イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

ロ 過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に

より費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとして

おります。

ハ 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ

るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(9）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は税抜方式によっております。なお、資産に係る控除

対象外消費税等については、全額費用として処理しております。 

(10)関連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

建設工事のジョイントベンチャー（共同企業体）に係る会計処理の方法 

主として構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する会計処理としておりま

す。 

「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年

３月31日）を当連結会計年度から適用し、上記を開示しております。 

 

（重要な会計上の見積り）

工事進行基準適用工事における完成工事高の計上

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

161,373百万円

２．会計上の見積りの内容に関する情報 

完成工事高の計上にあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度

を合理的に見積る必要があります。 

工事はその仕様や作業内容等による個別性が強く、さらに工事進行途上における設計変更、予定外の費

用の発生、工期の変更等の不確実性があることから、当該見積りを継続的に見直しております。

よって、当該見積りに変更が発生した場合には、翌連結会計年度の完成工事高及び完成工事原価の金額

に重要な影響を与える可能性があります。

（新型コロナウイルス感染症の拡大に関する影響）

海外一部地域において想定よりも工事の本格再開に時間を要したこと等により、工期や工事損益に及ぼす

影響があると判断し、上記会計上の見積りを行っておりますが、当社グループ全体には重要な影響を及ぼす

ものではありません。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いことから、今後の状況次第

では翌連結会計年度の当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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（会計方針の変更）

該当事項はありません。 

 

（未適用の会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日 企業会計基準

委員会）

 

（1）概要

我が国においては、収益認識に関する包括的な会計基準はこれまで開発されていませんでした。一方、

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的

な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、

FASBにおいてはTopic606）を公表しました。これらの状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益

認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されました。

当委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を

図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを

出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項

目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

 

（2）適用予定日

2022年３月期の期首から適用します。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従い、2022年３月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、

2022年３月期の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用します。

当該期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。

 

（表示方法の変更）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度の年

度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。 

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計

年度に係る内容については記載しておりません。 

 

（追加情報）

（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）

１．制度の概要

当社は、当社取締役及び執行役員（社外取締役を除く。以下、取締役等）へのインセンティブプランとし

て、業績連動型株式報酬制度（以下、本制度）を導入しております。本制度は、当社の中長期的な業績の向

上と企業価値増大への貢献意識をこれまで以上に高めることを目的とした、会社業績との連動性が高く、か

つ透明性及び客観性の高い報酬制度です。

具体的には、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託と称する信託を設定し、あらかじめ役員報酬

ＢＩＰ信託により取得した当社株式を中長期の業績達成度に応じて取締役等に交付します。

２．信託に残存する当社株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上しておりま

す。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額及び株式数は163百万円及び387,242株です。
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（連結貸借対照表関係）

※１ 担保資産及び担保付債務
 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

流動資産・その他（販売用不動産） 105百万円 40百万円

建物及び構築物 1,521 1,533

機械、運搬具及び工具器具備品（船舶） 256 215

土地 16,726 16,726

投資有価証券 27 23

計 18,636 18,539

 

短期借入金（長期借入金の振替分を含む） 1,195百万円 1,200百万円 

長期借入金 1,860 1,800

計 3,055 3,000

 
 また、次の資産は営業保証金の代用等として担保に供しております。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

投資有価証券 18百万円 18百万円

 
※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

投資有価証券（株式） 39百万円 37百万円

 
３ 保証債務
 連結会社以外の会社の金融機関等の借入に対し債務保証を行っております。

 
 

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当連結会計年度
（2021年３月31日）

ホテル朱鷺メッセ㈱ 25百万円 －百万円

 

  ※４ 損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。 

 
 

前連結会計年度
（2020年３月31日）

当連結会計年度
（2021年３月31日）

工事損失引当金に対応する未成工事支出金 40百万円 62百万円

 

※５ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再

評価差額金を純資産の部に計上しております。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第 119号）第２条第１号に定め

る地価公示法の規定により公示された価格（一部は同条第２号に定める国土利用計画法施行令

に規定する基準地について判定された標準価格、同条第４号に定める地価税法に規定する地価

税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方

法により算定した価額、同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価）に合理的な調整を

行って算出

・再評価を行った年月日…2000年３月31日

 

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
△7,655百万円 △7,378百万円

上記のうち賃貸等不動産の期末における時

価と再評価後の帳簿価額との差額
△2,132 △2,071
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６ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関７行等とコミットメントライン（特定融資枠）契
約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりです。 

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

コミットメントライン契約の総額 15,000百万円 30,000百万円

借入実行残高 5,000 5,000

差引額 10,000 25,000

 

 

（連結損益計算書関係）

※１ 完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりです。

前連結会計年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

126百万円 147百万円

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。 

 
前連結会計年度 

（自 2019年４月１日 
  至 2020年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2020年４月１日 

  至 2021年３月31日） 

従業員給料手当 3,566百万円 3,649百万円 

退職給付費用 227 231 

貸倒引当金繰入額 △2 33 

 

※３ 一般管理費及び完成工事原価に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりです。 

前連結会計年度 
（自 2019年４月１日 

  至 2020年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 2020年４月１日 

  至 2021年３月31日） 

561百万円 692百万円 

 

※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりです。 

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

建物及び構築物 0百万円 －百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 93 45

計 93 45

 

※５ 固定資産売却損の内容は、次のとおりです。

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

建物及び構築物 －百万円 0百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 4 1

計 4 1
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※６ 固定資産除却損の内容は、次のとおりです。 

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

建物及び構築物 134百万円 15百万円

機械、運搬具及び工具器具備品 24 14

無形固定資産 0 0

計 159 30

 

※７ 減損損失 

 前連結会計年度（自 2019年４月１日  至 2020年３月31日） 

（単位：百万円） 

用途 種類 場所 減損損失

賃貸用資産 建物及び構築物他 兵庫県 73

処分予定資産 土地、建物及び構築物他 静岡県他 157

 当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分（会社、支店及び事業部）を単位として、

賃貸用資産、遊休資産及び処分予定資産は個別の物件ごとに、共用資産は、会社または本支店及び事業部ごとにグ

ルーピングしております。賃貸用資産は、新たな事業計画のため、帳簿価額を全額減額し、また処分予定資産は、

売却を決定したことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ております。 

 なお、当該回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額等に基づき算定

しております。 

 

 当連結会計年度（自 2020年４月１日  至 2021年３月31日） 

（単位：百万円） 

用途 種類 場所 減損損失

賃貸用資産 土地 三重県 26

処分予定資産 土地、建物及び構築物他 愛知県他 494

 当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分（会社、支店及び事業部）を単位として、

賃貸用資産、遊休資産及び処分予定資産は個別の物件ごとに、共用資産は、会社または本支店及び事業部ごとにグ

ルーピングしております。賃貸用資産は、共用資産から賃貸用資産へ変更したこと、また処分予定資産は、売却を

決定したことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しており

ます。 

 なお、当該回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額等に基づき算定

しております。 
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（連結包括利益計算書関係）

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

その他有価証券評価差額金：    

当期発生額 △406百万円 202百万円

組替調整額 △13 －

税効果調整前 △419 202

税効果額 120 △54

その他有価証券評価差額金 △298 147 

繰延ヘッジ損益：    

当期発生額 9 △4 

税効果額 △2 1

繰延ヘッジ損益 6 △3

為替換算調整勘定：    

当期発生額 21 6

退職給付に係る調整額：    

 当期発生額 △351 356

 組替調整額 281 336

 税効果調整前 △69 693

 税効果額 21 △211

  退職給付に係る調整額 △48 481

その他の包括利益合計 △318 632

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 2019年４月１日  至 2020年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式        

普通株式 94,371 － － 94,371

合計 94,371 － － 94,371

自己株式       

普通株式 349 172 168 353

合計 349 172 168 353

（注）１．自己株式の株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式（当連結会計年度期首307千株、当連結会

計年度末310千株）を含めて表示しております。

２．自己株式の普通株式172千株の増加は、単元未満株式の買取及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式による

ものであります。

３．自己株式の普通株式168千株の減少は、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式によるものであります。

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日

2019年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,131 12.0 2019年３月31日 2019年６月28日

（注）2019年６月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対

する配当金３百万円が含まれております。
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（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,414  利益剰余金 15.0 2020年３月31日 2020年６月29日

（注）2020年６月26日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対

する配当金４百万円が含まれております。

 

当連結会計年度（自 2020年４月１日  至 2021年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式        

普通株式 94,371 － － 94,371

合計 94,371 － － 94,371

自己株式       

普通株式 353 80 4 429

合計 353 80 4 429

（注）１．自己株式の株式数には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式（当連結会計年度期首310千株、当連結会

計年度末387千株）を含めて表示しております。

２．自己株式の普通株式80千株の増加は、単元未満株式の買取及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式によるも

のであります。

３．自己株式の普通株式４千株の減少は、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式によるものであります。

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日

2020年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,414 15.0 2020年３月31日 2020年６月29日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日

2021年６月25日

定時株主総会
普通株式 2,358  利益剰余金 25.0 2021年３月31日 2021年６月28日

（注）2021年６月25日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式に対

する配当金９百万円が含まれております。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 
 

前連結会計年度
（自  2019年４月１日
至  2020年３月31日）

当連結会計年度
（自  2020年４月１日
至  2021年３月31日）

現金及び預金勘定 26,369百万円 16,770百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △188  △100 

現金及び現金同等物 26,181  16,670 

 

 

（リース取引関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金

を調達しております。 

受取手形及び完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、顧客について厳格な審査の実施や情報の収

集等の与信管理を行いリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株

式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、このうち長期借入金の一

部については、支払金利の変動リスクを回避するため、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用してお

ります。

デリバティブ取引は、将来の為替変動によるリスク回避及び金利変動リスク回避を目的とし、執行・管

理についてはデリバティブ管理規程に従って行っており、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針で

す。

２．金融商品の時価等に関する事項 

2021年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりです。
 

前連結会計年度（2020年３月31日） 

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金預金 26,369 26,369 －

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 49,989 49,989 －

(3) JV工事未収入金 7,807 7,807 －

(4) 投資有価証券 1,260 1,260 －

資産計 85,425 85,425 －

(1) 支払手形・工事未払金等 33,535 33,535 －

(2) 短期借入金 8,200 8,200 －

(3) 長期借入金 2,951 2,950 △0

負債計 44,687 44,686 △0

デリバティブ取引(*) 4 4 －

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は（ ）で示しております。

 

当連結会計年度（2021年３月31日） 

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金預金 16,770 16,770 －

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 70,177 70,177 －

(3) JV工事未収入金 10,296 10,296 －

(4) 投資有価証券 1,436 1,436 －

資産計 98,680 98,680 －

(1) 支払手形・工事未払金等 32,226 32,226 －

(2) 短期借入金 7,841 7,841 －

(3) 長期借入金 2,752 2,752 0

負債計 42,820 42,821 0

デリバティブ取引(*) － － －

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について

は（ ）で示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金等及び(3) JV工事未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

(4) 投資有価証券

これらの時価については、株式等は取引所の価額によっております。

負 債 

(1) 支払手形・工事未払金等、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

(3) 長期借入金

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実

行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額

によっております。固定金利によるものは、一定期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額

を、同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

デリバティブ取引 

注記事項「デリバティブ取引関係」を参照。

 

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）
 

区分
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

非上場株式等 1,241 1,193

非上場株式等（連結貸借対照表計上額 流動資産・その他（有価証券）68百万円、投資有価証券1,124百万

円、計1,193百万円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投

資有価証券」には含めておりません。
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３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2020年３月31日） 

 
１年以内 

  (百万円）

１年超 
５年以内 

 (百万円）

５年超 
10年以内 
 (百万円）

10年超 
 (百万円）

現金預金        

 預金 26,312 － － －

受取手形・完成工事未収入金等 49,989 － － －

JV工事未収入金 7,807 － － －

有価証券及び投資有価証券        

 その他有価証券のうち満期

があるもの
       

 (1) その他 10 － － －

合計 84,120 － － －

 

当連結会計年度（2021年３月31日） 

 
１年以内 

  (百万円）

１年超 
５年以内 

 (百万円）

５年超 
10年以内 
 (百万円）

10年超 
 (百万円）

現金預金        

 預金 16,715 － － －

受取手形・完成工事未収入金等 70,177 － － －

JV工事未収入金 10,296 － － －

有価証券及び投資有価証券        

 その他有価証券のうち満期

があるもの
       

 (1) その他 68 － － －

合計 97,257 － － －

 

４．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

前連結会計年度（2020年３月31日） 

 
１年以内

（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 6,500 － － － － －

長期借入金 1,700 1,327 973 480 170 －

 

当連結会計年度（2021年３月31日） 

 
１年以内

（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 6,200 － － － － －

長期借入金 1,641 1,287 760 465 240 －
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券 

前連結会計年度（2020年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（2021年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

２．その他有価証券 

前連結会計年度（2020年３月31日） 

  種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 1,019 345 673

(2) 債券      

 ① 国債・地方債等 － － － 

 ② 社債 － － － 

 ③ その他 － － － 

(3）その他 10 7 2

小計 1,030 353 676

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 219 260 △40

(2) 債券      

 ① 国債・地方債等 － － － 

 ② 社債 － － － 

 ③ その他 － － － 

(3）その他 9 20 △10

小計 229 280 △51

合計 1,260 634 625

（注）非上場株式等（連結貸借対照表計上額 流動資産・その他（有価証券）10百万円、投資有価証券1,230百万円、

計1,241百万円）については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。
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当連結会計年度（2021年３月31日） 

  種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

(1）株式 1,371 506 865

(2) 債券      

 ① 国債・地方債等 － － － 

 ② 社債 － － － 

 ③ その他 － － － 

(3）その他 － － －

小計 1,371 506 865

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

(1）株式 65 103 △37

(2) 債券      

 ① 国債・地方債等 － － － 

 ② 社債 － － － 

 ③ その他 － － － 

(3）その他 － － －

小計 65 103 △37

合計 1,436 609 827

（注）非上場株式等（連結貸借対照表計上額 流動資産・その他（有価証券）68百万円、投資有価証券1,124百万円、

計1,193百万円）については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めておりません。

 

３．売却したその他有価証券 

  前連結会計年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） 

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

 (1) 株式 137 28 －

 (2) 債券      

  ①国債・地方債等 － － －

  ②社債 － － －

  ③その他 － － －

 (3) その他 － － －

合計 137 28 －

 

  当連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） 

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

 (1) 株式 32 5 107

 (2) 債券      

  ①国債・地方債等 － － －

  ②社債 － － －

  ③その他 － － －

 (3) その他 － － －

合計 32 5 107
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（デリバティブ取引関係）

１. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1)通貨関連

前連結会計年度（2020年３月31日） 

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象 
契約額等 

（百万円） 

契約額等のうち
１年超 

（百万円） 

時価 
(百万円) 

原則的処理方法 
 

為替予約取引        

買建        

USドル 外貨建予定取引 108 － 4 

合計 108 － 4 

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

 

当連結会計年度（2021年３月31日） 

 該当事項はありません。

 

(2)金利関連 

前連結会計年度（2020年３月31日） 

 金額的重要性が乏しくなったため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（2021年３月31日） 

 該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、退職一時金制度を設けており、当社は

確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

なお、連結子会社の一部においては、中小企業退職金制度を併用しております。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

当社の一部国外事業所及び一部の連結子会社では、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算

しております。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

退職給付債務の期首残高 10,535百万円 10,645百万円
勤務費用 462 490
利息費用 48 49
数理計算上の差異の発生額 206 △23
退職給付の支払額 △609 △715
その他 1 0

退職給付債務の期末残高 10,645 10,445
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(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

年金資産の期首残高 4,088百万円 4,114百万円 
期待運用収益 84 84
数理計算上の差異の発生額 △145 332
事業主からの拠出額 457 662
退職給付の支払額 △371 △365
その他 2 0

年金資産の期末残高 4,114 4,829

 

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係

る資産の調整表

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 5,863百万円 5,723百万円
年金資産 △4,114 △4,829

  1,749 894
非積立型制度の退職給付債務 4,781 4,722

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6,531 5,616

     
退職給付に係る負債 6,637 5,807
退職給付に係る資産 △106 △190

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6,531 5,616

 

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

勤務費用 428百万円 446百万円
利息費用 48 49
期待運用収益 △84 △84
数理計算上の差異の費用処理額 236 291
過去勤務費用の費用処理額 45 45
簡便法で計算した退職給付費用 34 44

確定給付制度に係る退職給付費用 709 791

 

(5）退職給付に係る調整額 

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

過去勤務費用 45百万円 45百万円
数理計算上の差異 △114 647

合 計 △69 693

 

(6）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

未認識過去勤務費用 135百万円 90百万円
未認識数理計算上の差異 1,414 766

合 計 1,549 856
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(7）年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

債券 50％ 35％
株式 13 26
現金及び預金 5 6
その他 32 33

合 計 100 100

 

 ② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産との配分と、年金資産を構成す

る多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

 
(8）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
当連結会計年度

（2021年３月31日）

割引率 0.4～0.5％ 0.4～0.5％
長期期待運用収益率 2.0 2.0
その他    
予想昇給率 3.0 3.0

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度154百万円、当連結会計年度155百万円であります。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
 
 

当連結会計年度
（2021年３月31日）

繰延税金資産     
税務上の繰越欠損金（注)２ 293百万円  216百万円 
退職給付に係る負債 2,047   1,793
事業用土地減損 710   739
未実現利益 304   298
貸倒引当金 87   73

その他 945   1,189

繰延税金資産小計 4,389   4,311 
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注)２ △239   △181 
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △953   △873

評価性引当額小計 △1,193   △1,054

繰延税金資産合計 3,196   3,256
繰延税金負債      
その他有価証券評価差額金 △207   △272
特定資産の買換えに係る圧縮記帳 △34   △27
繰延ヘッジ損益 △1   －
その他 △80   △113

繰延税金負債合計 △324   △412

繰延税金資産の純額 2,871   2,843

（注)１．前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含
まれております。

 
前連結会計年度

（2020年３月31日）
 

当連結会計年度
（2021年３月31日）

固定資産－繰延税金資産 2,935百万円  2,971百万円 
固定負債－繰延税金負債 △64   △127

 
（注)２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2020年３月31日） 

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金(※1)
－ － － 236 － 56 293

評価性引当額 － － － △207 － △32 △239

繰延税金資産 － － － 29 － 24 53

 
 

当連結会計年度（2021年３月31日）

 
１年以内

（百万円）

１年超

２年以内

（百万円）

２年超

３年以内

（百万円）

３年超

４年以内

（百万円）

４年超

５年以内

（百万円）

５年超

（百万円）

合計

（百万円）

税務上の繰越欠

損金(※1)
－ － 178 － 32 5 216

評価性引当額 － － △149 － △32 － △181

繰延税金資産 － － 29 － － 5 35

(※1)  税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度（自 2019年４月１日  至 2020年３月31日） 
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた
め注記を省略しております。

 
当連結会計年度（自 2020年４月１日  至 2021年３月31日） 
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるた
め注記を省略しております。

 

 

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

（賃貸等不動産関係）

当社及び一部の子会社では、兵庫県その他の地域において、賃貸用の土地、建物を有しております。前連結会

計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は139百万円（賃貸収益は兼業事業売上高に、賃貸費用は兼

業事業売上原価に計上）です。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は154百万円（賃貸

収益は兼業事業売上高に、賃貸費用は兼業事業売上原価に計上）です。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりです。

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

連結貸借対照表計上額    

  期首残高 6,224 11,117

  期中増減額 4,893 △48

  期末残高 11,117 11,068

期末時価 8,806 8,657

(注)１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。

２．前連結会計年度増減額のうち、主な増加額は保有目的の変更（共用資産から賃貸用資産3,012百万円）

及び資本的支出（2,052百万円）で、主な減少額は減損額（73百万円）です。当連結会計年度増減額のう

ち、主な増加額は保有目的の変更（共用資産から賃貸用資産101百万円）で、主な減少額は減価償却費

（146百万円）です。

３．期末時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額（指標等を用いて調整

を行ったものを含む）によっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっております。

当社は、製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動

を展開しております。

したがって、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス及び地域別のセグメントから構成されており、「国

内土木事業」、「国内建築事業」、「海外建設事業」及び「不動産事業」の４つを報告セグメントとしておりま

す。

「国内土木事業」、「国内建築事業」は、国内においてそれぞれ土木工事、建築工事の施工等を行っておりま

す。「海外建設事業」は、海外において土木工事、建築工事の施工等を行っております。「不動産事業」は、国

内において不動産の販売、賃貸等を行っております。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一です。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。

セグメント間の内部売上高または振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

 

Ⅰ 前連結会計年度（自 2019年４月１日  至 2020年３月31日）

                （単位：百万円） 

  報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 調整額 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）２ 

 
国内 
土木 

国内 
建築 

海外 
建設 

不動産 計 

売上高                  

外部顧客への売

上高 
94,114 56,347 23,705 353 174,520 284 174,805 － 174,805 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 33 － 44 78 2 80 △80 － 

計 94,114 56,380 23,705 398 174,598 287 174,886 △80 174,805 

セグメント利益 4,323 4,112 606 195 9,237 31 9,268 － 9,268 

その他の項目                  

減価償却費 1,470 68 264 68 1,872 39 1,911 － 1,911 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店業及び物品の販

売・リース事業などを含んでおります。

２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはし

ていないため記載しておりません。
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Ⅱ 当連結会計年度（自 2020年４月１日  至 2021年３月31日）

                （単位：百万円） 

  報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 調整額 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）２ 

 
国内 
土木 

国内 
建築 

海外 
建設 

不動産 計 

売上高                  

外部顧客への売

上高 
108,553 48,519 15,100 511 172,684 291 172,976 － 172,976 

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 41 － 36 78 3 81 △81 － 

計 108,553 48,561 15,100 548 172,763 294 173,057 △81 172,976 

セグメント利益 

又は損失（△） 
11,548 2,926 △512 236 14,198 61 14,259 － 14,259 

その他の項目                  

減価償却費 1,284 81 239 153 1,759 △31 1,727 － 1,727 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理店業及び物品の販

売・リース事業などを含んでおります。

２．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３．セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはし

ていないため記載しておりません。

 

【関連情報】 

前連結会計年度（自 2019年４月１日  至 2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

売上高

（単位：百万円）
 

 日本 東南アジア アフリカ 合計

151,100 17,063 6,641 174,805

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円）
 

 顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国土交通省 26,032 国内土木・国内建築事業

 

当連結会計年度（自 2020年４月１日  至 2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

売上高

（単位：百万円）
 

 日本 東南アジア アフリカ 合計

157,875 12,138 2,961 172,976

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
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３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円）
 

 顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

国土交通省 28,606 国内土木・国内建築事業

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前連結会計年度（自 2019年４月１日  至 2020年３月31日） 

（単位：百万円）

  国内土木 国内建築 海外建設 不動産 その他 全社・消去 合計 

減損損失 － － － 84 － 146 230 

（注）「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失です。 

 

当連結会計年度（自 2020年４月１日  至 2021年３月31日） 

（単位：百万円）

  国内土木 国内建築 海外建設 不動産 その他 全社・消去 合計 

減損損失 － － － － － 521 521 

（注）「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない全社資産に係る減損損失です。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

該当事項はありません。 

 

 

（関連当事者情報）

前連結会計年度（自 2019年４月１日  至 2020年３月31日）

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自 2020年４月１日  至 2021年３月31日）

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

（１株当たり情報）

 

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

 

 
当連結会計年度

（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

 

１株当たり純資産額 595円12銭 684円14銭

１株当たり当期純利益金額 61円31銭 97円65銭

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。 

２．役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式を、１株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式に含めております。当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度316千株、当連結

会計年度403千株であり、このうち役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式の期中平均株式数は前連結会計年

度274千株、当連結会計年度360千株であります。 
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３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度

  （2020年３月31日）
当連結会計年度

  （2021年３月31日）

１株当たり純資産額    

 純資産の部の合計額（百万円） 57,329 65,875

 普通株式に係る期末の純資産額

 （百万円）
55,951 64,268

 差額の主な内訳（百万円）

   非支配株主持分

 

1,377

 

1,606

 １株当たり純資産額の算定に用いられた

 期末の普通株式の数（千株）
94,017 93,941

 

４．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当連結会計年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

１株当たり当期純利益金額    

 親会社株主に帰属する当期純利益金額

（百万円）
5,766 9,176

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る親会社株主に帰属する

 当期純利益金額（千株）
5,766 9,176

 普通株式に係る期中平均株式数（千株） 94,054 93,967

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 6,500 6,200 0.5 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,700 1,641 0.6 －

１年以内に返済予定のリース債務 82 92 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） 2,951 2,752 0.5 
2022年９月 

～2026年３月 

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） 205 249 －
2022年４月 

～2028年３月 

合計 11,438 10,936 － －

（注）１．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下

のとおりです。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 1,287 760 465 240

リース債務 80 63 48 33

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定に

より記載を省略しております。

 

 

（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 34,430 75,853 123,756 172,976 

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額（百万円）
1,493 3,684 8,543 13,489

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益金額（百万

円）

895 2,358 5,698 9,176

１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
9.53 25.09 60.64 97.65

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円）
9.53 15.57 35.55 37.01
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
 

    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2020年３月31日) 
当事業年度 

(2021年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金預金 21,386 12,453 

受取手形 112 2,470 

電子記録債権 1,271 1,549 

完成工事未収入金 45,068 63,513 

有価証券 10 68 

未成工事支出金 4,526 2,617 

ＪＶ工事未収入金 7,828 10,466 

立替金 2,423 5,840 

その他 ※１ 1,946 ※１ 2,255 

貸倒引当金 △13 △13 

流動資産合計 84,560 101,223 

固定資産    

有形固定資産    

建物 ※１ 10,162 ※１ 9,294 

減価償却累計額 △6,349 △5,739 

建物（純額） 3,813 3,554 

構築物 ※１ 2,536 ※１ 2,448 

減価償却累計額 △2,201 △2,147 

構築物（純額） 335 300 

機械及び装置 5,255 5,199 

減価償却累計額 △4,397 △4,583 

機械及び装置（純額） 858 615 

船舶 10,378 10,562 

減価償却累計額 △6,564 △7,111 

船舶（純額） 3,813 3,451 

車両運搬具 118 133 

減価償却累計額 △80 △100 

車両運搬具（純額） 38 33 

工具、器具及び備品 1,687 1,774 

減価償却累計額 △1,321 △1,400 

工具、器具及び備品（純額） 365 373 

土地 ※１ 20,664 ※１ 19,997 

リース資産 541 580 

減価償却累計額 △302 △306 

リース資産（純額） 239 274 

建設仮勘定 16 99 

有形固定資産合計 30,145 28,699 
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    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2020年３月31日) 
当事業年度 

(2021年３月31日) 

無形固定資産    

ソフトウエア 76 81 

リース資産 － 6 

その他 197 413 

無形固定資産合計 273 500 

投資その他の資産    

投資有価証券 ※１ 2,008 ※１ 1,983 

関係会社株式 1,475 1,491 

従業員に対する長期貸付金 18 14 

関係会社長期貸付金 1,114 1,066 

破産更生債権等 25 66 

長期前払費用 9 6 

繰延税金資産 2,029 2,234 

その他 1,064 1,029 

貸倒引当金 △131 △113 

投資その他の資産合計 7,613 7,779 

固定資産合計 38,032 36,979 

資産合計 122,593 138,202 

負債の部    

流動負債    

支払手形 3,738 5,932 

電子記録債務 8,991 8,887 

工事未払金 17,545 15,191 

短期借入金 ※１ 7,936 ※１ 7,722 

リース債務 90 90 

未払法人税等 1,773 2,990 

未払消費税等 7,755 8,936 

未成工事受入金 6,718 12,717 

預り金 2,265 2,712 

完成工事補償引当金 347 408 

工事損失引当金 126 146 

賞与引当金 870 880 

その他 1,087 1,383 

流動負債合計 59,246 68,000 

固定負債    

長期借入金 ※１ 2,728 ※１ 2,649 

リース債務 165 212 

再評価に係る繰延税金負債 2,211 2,207 

退職給付引当金 4,623 4,398 

その他の引当金 25 51 

資産除去債務 22 22 

その他 296 283 

固定負債合計 10,074 9,824 

負債合計 69,320 77,825 
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    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(2020年３月31日) 
当事業年度 

(2021年３月31日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 14,049 14,049 

資本剰余金    

資本準備金 5,840 5,840 

資本剰余金合計 5,840 5,840 

利益剰余金    

利益準備金 195 195 

その他利益剰余金    

別途積立金 3,000 3,000 

繰越利益剰余金 27,250 33,973 

利益剰余金合計 30,446 37,169 

自己株式 △147 △178 

株主資本合計 50,188 56,881 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 358 424 

繰延ヘッジ損益 3 － 

土地再評価差額金 2,722 3,071 

評価・換算差額等合計 3,084 3,496 

純資産合計 53,272 60,377 

負債純資産合計 122,593 138,202 
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②【損益計算書】
 

    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当事業年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

売上高    

完成工事高 156,345 154,304 

不動産事業売上高 343 494 

売上高合計 156,689 154,798 

売上原価    

完成工事原価 140,919 133,963 

不動産事業売上原価 175 279 

売上原価合計 141,094 134,242 

売上総利益    

完成工事総利益 15,426 20,340 

不動産事業総利益 168 215 

売上総利益合計 15,594 20,555 

販売費及び一般管理費    

役員報酬 271 276 

従業員給料手当 2,909 3,017 

退職給付費用 209 222 

法定福利費 430 449 

福利厚生費 271 245 

修繕維持費 17 12 

事務用品費 72 75 

通信交通費 359 217 

動力用水光熱費 21 21 

研究開発費 528 662 

調査研究費 101 107 

広告宣伝費 68 59 

貸倒引当金繰入額 △2 33 

交際費 241 142 

寄付金 33 34 

地代家賃 470 467 

減価償却費 57 52 

租税公課 417 491 

保険料 19 20 

雑費 836 961 

販売費及び一般管理費合計 7,335 7,571 

営業利益 8,258 12,983 
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    (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(自 2019年４月１日 
 至 2020年３月31日) 

当事業年度 
(自 2020年４月１日 

 至 2021年３月31日) 

営業外収益    

受取利息 40 49 

受取配当金 ※１ 340 ※１ 140 

為替差益 － 81 

その他 74 23 

営業外収益合計 456 295 

営業外費用    

支払利息 137 133 

コミットメントフィー 26 272 

その他 51 39 

営業外費用合計 215 446 

経常利益 8,499 12,832 

特別利益    

固定資産売却益 ※２ 83 ※２ 5 

投資有価証券売却益 28 － 

特別利益合計 111 5 

特別損失    

固定資産売却損 － ※３ 1 

固定資産除却損 ※４ 144 ※４ 19 

投資有価証券売却損 － 96 

減損損失 230 521 

関係会社株式評価損 10 － 

その他 46 2 

特別損失合計 432 641 

税引前当期純利益 8,178 12,196 

法人税、住民税及び事業税 2,659 3,946 

法人税等調整額 △144 △237 

法人税等合計 2,514 3,708 

当期純利益 5,663 8,487 
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【完成工事原価報告書】

   
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

           

Ⅰ 材料費   24,032 17.1 23,115 17.3

Ⅱ 労務費   16 0.0 2 0.0

Ⅲ 外注費   84,097 59.6 79,799 59.5

Ⅳ 経費   32,772 23.3 31,045 23.2

（うち人件費）       (12,268) (8.7)     (12,033) (9.0)

計   140,919 100.0 133,963 100.0

           

 （注）原価計算の方法は、個別原価計算であります。

 

 

 

 

【不動産事業売上原価報告書】

   
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

           

Ⅰ 土地代   25 14.7 59 21.4

Ⅱ 建物代   11 6.5 8 2.9 

Ⅲ 経費   138 78.8 211 75.7

計   175 100.0 279 100.0

           

 （注）原価計算の方法は、個別原価計算であります。 
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

              (単位：百万円) 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計  

資本準備金 
資本剰余
金合計 利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計   別途積立金 

繰越利益
剰余金 

当期首残高 14,049 5,840 5,840 195 3,000 22,709 25,904 △148 45,646 

当期変動額                  

剰余金の配当           △1,131 △1,131   △1,131 

当期純利益           5,663 5,663   5,663 

土地再評価差額金の取崩           9 9   9 

自己株式の取得               △72 △72 

自己株式の処分               73 73 

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）                  

当期変動額合計 － － － － － 4,541 4,541 0 4,542 

当期末残高 14,049 5,840 5,840 195 3,000 27,250 30,446 △147 50,188 

 

           

  評価・換算差額等 

純資産合計 
 

その他有
価証券評
価差額金 

繰延ヘッ
ジ損益 

土地再評
価差額金 

評価・換
算差額等
合計 

当期首残高 574 △3 2,732 3,303 48,950 

当期変動額          

剰余金の配当         △1,131 

当期純利益         5,663 

土地再評価差額金の取崩         9 

自己株式の取得         △72 

自己株式の処分         73 

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） △216 6 △9 △219 △219 

当期変動額合計 △216 6 △9 △219 4,322 

当期末残高 358 3 2,722 3,084 53,272 
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当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

              (単位：百万円) 

  株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計  

資本準備金 資本剰余
金合計 

利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計   別途積立金 

繰越利益
剰余金 

当期首残高 14,049 5,840 5,840 195 3,000 27,250 30,446 △147 50,188 

当期変動額                  

剰余金の配当           △1,414 △1,414   △1,414 

当期純利益           8,487 8,487   8,487 

土地再評価差額金の取崩           △349 △349   △349 

自己株式の取得               △32 △32 

自己株式の処分               1 1 

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額）                  

当期変動額合計 － － － － － 6,723 6,723 △30 6,693 

当期末残高 14,049 5,840 5,840 195 3,000 33,973 37,169 △178 56,881 

 

           

  評価・換算差額等 

純資産合計 
 

その他有
価証券評
価差額金 

繰延ヘッ
ジ損益 

土地再評
価差額金 

評価・換
算差額等
合計 

当期首残高 358 3 2,722 3,084 53,272 

当期変動額          

剰余金の配当         △1,414 

当期純利益         8,487 

土地再評価差額金の取崩         △349 

自己株式の取得         △32 

自己株式の処分         1 

株主資本以外の項目の当
期変動額（純額） 

65 △3 349 411 411 

当期変動額合計 65 △3 349 411 7,104 

当期末残高 424 － 3,071 3,496 60,377 
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

②子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

③その他有価証券

時価のあるもの

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

ロ デリバティブ 

時価法

ハ たな卸資産 

①未成工事支出金

 個別法による原価法

②流動資産・その他（販売用不動産）

 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

③流動資産・その他（材料貯蔵品）

 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

 

２．固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用

しております。

なお、主な耐用年数は、建物・構築物が15～50年、機械・運搬具が６～20年です。

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②完成工事補償引当金

完成工事に係る契約不適合の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額及び

特定工事における将来の補償費用を計上しております。

③工事損失引当金

当事業年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もること

ができる工事について、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

④賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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⑤退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により

費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

⑥株式報酬引当金

役員株式報酬ＢＩＰ信託による当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、取締役等に割り当

てられたポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。

 

４．重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用

し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事

の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

なお、工事進行基準による完成工事高は、150,085百万円です。

 

５．重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を充たしている場

合には特例処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引及び為替予約取引

ヘッジの対象

借入金、外貨建予定取引及び工事未払金

③ヘッジの方針

当社の規程である「デリバティブ管理規程」に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジしてお

ります。

④ヘッジ有効性評価方法

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・

フロー変動の累計を四半期ごとに比較し、両者の変動額を基礎として判断しております。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

①退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけ

るこれらの会計処理の方法と異なっております。

②消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。なお、資産に係る控除対

象外消費税等については、全額費用としております。

 

７．関連する会計基準の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

建設工事のジョイントベンチャー（共同企業体）に係る会計処理の方法 

主として構成員の出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する会計処理としております。

「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年３月31

日）を当事業年度から適用し、上記を開示しております。 
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（重要な会計上の見積り）

工事進行基準適用工事における完成工事高の計上

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

150,085百万円

２．会計上の見積りの内容に関する情報 

完成工事高の計上にあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び事業年度末における工事進捗度を合

理的に見積る必要があります。 

工事はその仕様や作業内容等による個別性が強く、さらに工事進行途上における設計変更、予定外の費

用の発生、工期の変更等の不確実性があることから、当該見積りを継続的に見直しております。

よって、当該見積りに変更が発生した場合には、翌事業年度の完成工事高及び完成工事原価の金額に重

要な影響を与える可能性があります。

（新型コロナウイルス感染症の拡大に関する影響）

海外一部地域において想定よりも工事の本格再開に時間を要したこと等により、工期や工事損益に及ぼす

影響があると判断し、上記会計上の見積りを行っておりますが、当社全体には重要な影響を及ぼすものでは

ありません。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いことから、今後の状況次第

では翌事業年度の当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。 
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（表示方法の変更）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末

に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。 

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度

に係る内容については記載しておりません。 

 

（追加情報）

（取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度）

連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に記載しているため、注記を省略しております。 

 

（貸借対照表関係）

※１ 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりです。

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

流動資産・その他（販売用不動産） 106百万円 41百万円

建物・構築物 1,463 1,462

土地 16,831 16,831

計 18,401 18,335 

 

短期借入金（長期借入金の振替分を含む） 1,195百万円 1,200百万円 

長期借入金 1,860 1,800

計 3,055 3,000

 

    また、次の資産は、営業保証金の代用等として担保に供しております。

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

投資有価証券 18百万円 18百万円

 

２ 保証債務 

 次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

  債務保証

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

㈱トマック 270百万円 145百万円

東建サービス㈱ 100 －

ホテル朱鷺メッセ㈱ 25 －

計 395 145

 

３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関７行等とコミットメントライン（特定融資枠）契

約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

コミットメントライン契約の総額 15,000百万円 30,000百万円

借入実行残高 5,000 5,000

差引額 10,000 25,000

 
 

（損益計算書関係）

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

受取配当金 314百万円 116百万円
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※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりです。 

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

機械及び装置 7 2

船舶 65 1

車両運搬具 0 1

工具器具・備品 7 0

有形リース資産 1 －

計 83 5

 

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりです。 

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

構築物 － 0百万円

機械及び装置 － 0

船舶 － 0

車両運搬具 － 0

工具器具・備品 － 0

計 － 1

 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりです。 

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

建物 125百万円 15百万円

構築物 － 0

機械及び装置 4 0

船舶 10 0

工具器具・備品 3 3

有形リース資産 1 －

無形固定資産 0 0

計 144 19

 

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額1,491百万円の内、子会社株式1,395百万円、前

事業年度の貸借対照表計上額1,475百万円の内、子会社株式1,395百万円）は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
  前事業年度

（2020年３月31日）
  当事業年度

（2021年３月31日）
繰延税金資産     
退職給付引当金 1,415百万円  1,346百万円
事業用土地減損 710   739
賞与引当金 266   269
貸倒引当金 68   －
完成工事補償引当金 －   125
その他 514   668

繰延税金資産小計 2,975   3,149
評価性引当額 △786   △727

繰延税金資産合計 2,188   2,421
繰延税金負債      
その他有価証券評価差額金 △158   △187
その他 △1   －

繰延税金負債合計 △159   △187
繰延税金資産の純額 2,029   2,234

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度（自 2019年４月１日  至 2020年３月31日）
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である
ため注記を省略しております。

 
当事業年度（自 2020年４月１日  至 2021年３月31日）
 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である
ため注記を省略しております。

 
 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）

投資有価証券
その他有価

証券

関西国際空港土地保有㈱ 8,400 420

東海旅客鉄道㈱ 25,000 413

首都圏新都市鉄道㈱ 4,000 200

博多港開発㈱ 320,000 160

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 268,700 158

大末建設㈱ 152,900 145

月島機械㈱ 100,000 128

東京湾横断道路㈱ 2,000 100

中部国際空港㈱ 1,548 77

コスモエネルギーホールディングス㈱ 25,000 65

その他（28銘柄） 67,009 113

計 974,557 1,983

 

【債券】

銘柄
券面総額

（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）

有価証券
その他有価

証券
フィリピン国債 PIBL1220 69 68

計 69 68
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高
（百万円）

有形固定資産              

建物 10,162 71 939 9,294 5,739 239 3,554

構築物 2,536 1 89 2,448 2,147 35 300

機械及び装置 5,255 18 74 5,199 4,583 234 615

船舶 10,378 216 32 10,562 7,111 569 3,451

車両運搬具 118 22 7 133 100 27 33

工具、器具及び備品
1,687

 

174

 

87

(6)

1,774

 

1,400

 

156

 

373

 

土地

20,664

［4,919］

 

101

 

 

768 

[△359] 

(515) 

19,997

［5,279］

 

－

 

 

－

 

 

19,997

 

 

リース資産 541 127 88 580 306 92 274

建設仮勘定 16 298 215 99 － － 99

有形固定資産計
51,362

 

1,032

 

2,305

(521)

50,089

 

21,389

 

1,355

 

28,699

 

無形固定資産              

ソフトウエア 466 44 17 494 413 39 81

リース資産 － 6 － 6 0 0 6

その他 197 217 1 413 0 0 413

無形固定資産計 664 268 18 914 413 40 500

長期前払費用
35

 

4

 

0

 

38

 

25

 

8

 

12 

(6) 

（注）１．「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の［ ］内は内書きで、「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年

３月31日法律第19号）に基づく事業用土地の再評価に係る評価差額であります。

２．「長期前払費用」欄の（ ）内の金額は１年以内に償却する額で、前払費用へ振替えており内数でありま

す。 

３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 
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【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円） 

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 144 42 60 126

完成工事補償引当金 347 375 314 408

工事損失引当金 126 146 126 146

賞与引当金 870 880 870 880

株式報酬引当金 25 25 － 51

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

買取手数料 無料

公告掲載方法 電子公告（注）

株主に対する特典 なし

（注）１．電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行い

ます。

（ウェブサイト https://www.toyo-const.co.jp/）

２．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に

応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権

利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した書類は、次のとおり

であります。

１．有価証券報告書

  及びその添付書類

  並びに確認書

事業年度（第100期）

（自2019年４月１日 至2020年３月31日）

2020年６月26日

関東財務局長に提出

２．四半期報告書及び

  確認書

（第101期第１四半期）

（自2020年４月１日 至2020年６月30日）

2020年８月６日

関東財務局長に提出

  （第101期第２四半期）

（自2020年７月１日 至2020年９月30日）

2020年11月11日

関東財務局長に提出

  （第101期第３四半期）

（自2020年10月１日 至2020年12月31日）

2021年２月８日

関東財務局長に提出

３．内部統制報告書

  及びその添付書類

 

 

2020年６月26日

関東財務局長に提出

４．臨時報告書

 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号

の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

2020年７月３日

関東財務局長に提出

５．有価証券報告書の

  訂正報告書及び確

認書

事業年度（第100期）（自2019年４月１日 至2020年３月

31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書及びその確認

書であります。

2020年７月２日

関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 

 

  2021年６月21日

東洋建設株式会社  

 

  取締役会 御中      

 

  ＥＹ新日本有限責任監査法人  

  東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
  公認会計士 齋 藤 祐 暢 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
  公認会計士 長 崎 将 彦 

 

 
 
 

＜財務諸表監査＞
 
監査意見 
 
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる東洋建設株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋

建設株式会社及び連結子会社の2021年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 
 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項 
 
 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 

 



 

工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りの妥当性 

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応 

 連結財務諸表の注記事項「（連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 ４．会計方針に関する事項）（4）

重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、会社及

び連結子会社は、完成工事高の計上基準として、当連結会

計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められ

る工事契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を適用し、その他の工事契約について

は、工事完成基準を適用している。当連結会計年度の売上

高172,976百万円のうち、会社が計上した工事進行基準に

よる完成工事高は150,085百万円と86％を占めている。 

 工事進行基準による完成工事高は、工事進捗度に基づき

測定され、工事進捗度は工事の工事原価総額に対する連結

会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定される。 

 連結財務諸表の注記事項（重要な会計上の見積り）「工

事進行基準適用工事における完成工事高の計上」に記載の

とおり、工事はその仕様や作業内容等による個別性が強

く、さらに工事進行途上における設計変更、予定外の費用

の発生、工期の変更等が生じ、工事原価総額が見直される

ことがある。この見積りにおいては、一定の仮定が必要で

あり、見積りの不確実性及び工事現場責任者等の判断を伴

うものである。 

 以上から、当連結会計年度の売上高に占める会社の工事

進行基準による完成工事高の相対的規模に基づく重要性や

工事の複雑性等を踏まえ、当監査法人は、会社の工事進行

基準における完成工事高の計算にあたっての工事原価総額

の見積りが、当連結会計年度において特に重要であり、監

査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 

 当監査法人は、会社の工事進行基準における工事原価総

額の見積りの妥当性を検討するに当たり、主として以下の

監査手続を実施した。 

（１）内部統制の評価 

 工事原価総額の見積りに関する会社の以下の内部統制の

整備・運用状況を評価した。 

・工事原価総額の見積りの基礎となる実行予算書や、設計

変更、原価の実際発生額あるいは施工状況等に基づいて

工事原価総額の見積りを更新する工費管理表について、

工事現場責任者により適時適切に作成されていることを

確かめるための体制 

・工事損益の推移、工事進捗度の予算実績比較及び工事の

施工状況等について、工事原価管理部署の責任者が適時

にモニタリングを行うための体制 

（２）見積りの妥当性の評価 

 工事請負額、工事内容、見込損益の推移、工期変更や工

事中断を含む施工状況等に照らして、工事原価総額の見積

りの不確実性が相対的に高い工事を識別し、主に以下の手

続を実施した。 

・工事原価総額の直近の見積りについて、実行予算書や過

去の見積りと比較し、工事原価管理部署の担当者及び責

任者に変動の要因について質問を実施した。得られた回

答については、必要に応じて、裏付けとなる発注者との

交渉の議事録や下請業者からの見積書等との比較を実施

した。 

・工事原価総額の見積りについて、見積額に反映すべき状

況の変化がないかを確かめるために、工事の現況や問題

点等を報告する社内資料の閲覧、工事原価管理部署の担

当者及び責任者への質問等を実施した。 

・工事進行基準計算上の進捗度について、発生原価の累計

額及び工費管理表で算定された工事原価総額をもとに再

計算を実施し、会社計算結果と照合したうえで、工事現

場における実際の進捗度との乖離がないことを確かめる

ために、施工工程管理上の進捗度との比較を実施した。 

・工事原価総額の見積りプロセスの評価を実施するため

に、工事原価総額の事前の見積額とその確定額又は再見

積額を比較した。 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 



連結財務諸表監査における監査人の責任
 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞ 
 
監査意見
 
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東洋建設株式会社の2021年３

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、東洋建設株式会社が2021年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部

統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告

に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠 
 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 



内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
 
 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任
 
 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係
 
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上

 

 （※） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提
出会社）が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていない。

 



 
独立監査人の監査報告書 

 

  2021年６月21日

東洋建設株式会社  

 

  取締役会 御中      

 

  ＥＹ新日本有限責任監査法人  

  東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
  公認会計士 齋 藤 祐 暢 

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
  公認会計士 長 崎 将 彦 

 

 

監査意見 
 
 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる東洋建設株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第101期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東洋建設

株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適

正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠 
 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項 
 
 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。 

 

工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りの妥当性 

 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（工事進行基準の適用における工事原価総額の

見積りの妥当性）と同一内容であるため、記載を省略している。 

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 
 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。



財務諸表監査における監査人の責任 
 
 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係 
 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 （※） １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていない。
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【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年６月25日

【会社名】 東洋建設株式会社

【英訳名】 TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 武澤 恭司

【最高財務責任者の役職氏名】        －

【本店の所在の場所】 大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号

【縦覧に供する場所】 東洋建設株式会社 本社

（東京都千代田区神田神保町一丁目105番地）

東洋建設株式会社 横浜支店

（横浜市中区山下町25番地15）

東洋建設株式会社 名古屋支店

（名古屋市中区錦二丁目12番14号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

 

 



１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役社長武澤恭司は、当社の第101期（自2020年４月１日 至2021年３月31日）の有価証券報告書の記

載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

 該当事項はありません。
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